
1  

フュージョンエネルギーの 

社会実装に向けた基本的な考え方検討タスクフォース（第３回）議事要旨 

 

 
I. 日時 ：令和７年１１月７日（金）１５：００～１８：００ 

 

II. 場所 ：中央合同庁舎４号館８階 １２１４特別会議室 

 

III. 出席者 ：（敬称略） 

タスクフォース構成員 

井上 雅彦   三菱重工業株式会社 原子力セグメント 核融合推進室長 

尾崎 弘之（主査）  早稲田大学 ビジネス・ファイナンス研究センター研究院 教授 

近藤 寛子   合同会社マトリクスＫ 代表 

栗原 美津枝（主査代理）   株式会社価値総合研究所 代表取締役会長 

    兼 株式会社日本政策投資銀行 設備投資研究所シニアエグゼクティブ 

フェロー／経済同友会 幹事 

桑原 優樹           JIC ベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社 

ベンチャーキャピタリスト 

小泉 徳潔   国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 ITER プロジェクト部長 

寺井 隆幸   一般財団法人エネルギー総合工学研究所 理事長 

服部 健一   ヘリシティ X 代表 

 

オブザーバー 

上田 良夫   追手門学院大学 教授 

文部科学省科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 

核融合科学技術委員会 主査 

岡田 融          電気事業連合会 原子力部長 

 

政府関係者 

濱野 幸一 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長 

井上 諭一 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官 

恒藤 晃  内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官 

清浦 隆  文部科学省 大臣官房審議官（研究開発局担当） 

吉田 修一郎   経済産業省 イノベーション・環境局 イノベーション政策課 

フロンティア推進室 室長 

宮下  誠一 経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 原子力政策課 

 原子力技術室 室長 

上谷 聡太  原子力規制委員会原子力規制庁 放射線防護グループ 

 放射線規制部門 管理官補佐 

 

事務局 

澤田 和宏 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局参事官 
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内野 隆 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局参事官補佐 

梶谷 秀樹 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局行政実務研修員 

 

発表者 

議題２： 

坂本 瑞樹  核融合科学技術委員会 原型炉開発総合戦略タスクフォース 

第 12 期主査 

坂本 宜照   国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

核融合炉システム研究開発部 次長 

議題３： 

上谷 聡太  原子力規制委員会原子力規制庁 放射線防護グループ 

放射線規制部門 管理官補佐 

議題４： 

坂本 宜照   国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

核融合炉システム研究開発部 次長 

議題５： 

大山 直幸   国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

フュージョンエネルギー推進戦略室 室長 

山田 弘司   大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 

核融合科学研究所所長 

兒玉 了祐   大阪大学レーザー科学研究所 所長 

 

IV. 議事（開会及び閉会挨拶を除き非公開） 

１． 開会 

２． 議事 

（１）前回会合の議論のまとめと今後の検討の進め方 

（２）原型炉に関するこれまでの検討の経緯について  

（３）安全確保に関する検討状況  

（４）バックエンド対策について  

（５）発電実証に向けた共通基盤について  

（６）社会実装に向けて必要となる取組について  

（７）その他 

３． 閉会 

 

V. 配布資料 

資料 1  前回会合における主な御意見と今後の検討の進め方 

資料 2-1  核融合科学技術委員会 原型炉開発総合戦略タスクフォース 

 坂本主査提出資料 

資料 2-2  QST 提出資料 

資料 2-3  原型炉に関する我が国の過去の検討状況 

資料 3  原子力規制庁提出資料 

資料 4-1 QST 提出資料 

資料 4-2  J-Fusion 提出資料 

資料 4-3  英国及び米国におけるバックエンドに関する取組について 

資料 5-1  QST 提出資料 

資料 5-2  NIFS 提出資料 

資料 5-3  ILE 提出資料 
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資料 6  フュージョンエネルギーの社会実装に向けた取組の基本的考え方（たたき台） 

参考資料 日本成長戦略本部関連資料 

 

VI. 議事要旨 

１． 開会の挨拶 

〇尾崎主査 

第３回フュージョンエネルギーの社会実装に向けた基本的な考え方検討タスクフォースを開催いたし

ます。 

本日もお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

前回と同様、今回も検討項目がたくさんありまして、３時間の開催になっております。途中、前回と同

様に休憩時間を入れます。一応議題４と５の間を想定しております。 

まず、委員に変更がございます。電気事業連合会で異動があり、大塚委員が原子力部長を御退任、

今月より岡田様が御着任されました。つきましては、岡田様に本タスクフォースの委員もお願いすること

になりましたので、御了承をお願いいたします。 

なお、今回委嘱手続が未了ということで、主査の権限でオブザーバーとして御参加いただきます。 

まずは岡田様、一言御挨拶をお願いします。 

 

〇岡田委員 

大塚の後任で電気事業連合会から参りました岡田と申します。くしくも名前は核融合の融と書いて「と

おる」と読みます。 

私、バックグラウンドとして原子力発電所の運転員、また、電気計装設備のメンテナンス関係、あと、

人材育成といったところに係る業務を経験してきております。本日はオブザーバーとしての参加となりま

すが、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

〇澤田参事官 

本日、岡田融オブザーバーを含め９名の委員に御出席いただいております。 

続けて、議事及び資料の確認をさせていただきます。 

まず、お手元の議事次第に記載のとおり、本日は文科省の核融合科学技術委員会の原型炉開発総

合戦略タスクフォース第１２期の主査である坂本主査、量子科学技術研究開発機構より坂本核融合炉

システム研究開発次長、大山フュージョンエネルギー推進戦略室長、ＮＩＦＳより山田所長、阪大レー

ザー研より兒玉所長、そして、原子力規制庁より上谷補佐に御発表者としてお越しいただいておりま

す。 

次に、提出資料として、資料２－１及び２－２、資料３、資料４－１、資料５－１から５－３までがござい

ます。欠落等がございましたら、いつでも事務局までお申し付けください。 

資料４－２は、Ｊ－Ｆｕｓｉｏｎ提出資料ですが、後ほど事務局から御説明予定です。 

資料４－３は、本タスクフォースの論点に関する国内外での状況について、内閣府から委託調査を実

施しておりまして、受託されましたＭＲＩ、三菱総合研究所の御担当者様から御説明を頂く予定です。 

本タスクフォースの議事は非公開ですが、資料及び議事要旨は会議後に内閣府のウェブサイトにて

公表いたします。非公開資料は公開版を後日作成いたしまして、議事要旨については非公開情報を削

除の上で公開の予定です。また、本日１８時１０分から事務局により記者ブリーフィングを実施予定で

す。 

 

２． 議事 

（１）前回会合の議論のまとめと今後の検討の進め方 

〇事務局の澤田参事官より資料１に基づき説明 

資料１、前回の会合における主な御意見と今後の検討の進め方という横の資料でございます。 

１ページ目、前回振り返りとあります。前回１０月１５日の第２回タスクフォースにおきましては、以下の四
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つについてヒアリング及び御議論を頂きました。ＩＴＥＲ計画／ＢＡ活動の現状、今後とその課題、海外でフ

ュージョンの社会実装を目指すＣＦＳ社の動向について御発表いただきました。また、我が国スタートアップ

５社からのヒアリングを行いました。 

次の２ページは非公開としております。こちらは各社とＱＳＴの資料に基づいて事務局が取りまとめたも

のです。後ほど回収させていただきますが、こういったものがあったということで、本日の御議論で横に置

いて御覧いただきたいと思っております。 

３ページ目としてスタートアップ等から政府への期待として寄せられたものを箇条書きにしております。 

上の青い四角については、資金面での要望でございます。四つポツがあります。１番は多様な炉型・技

術アプローチを国に支援してほしいということです。２番は飛ばしまして、３番は国研・大学・民間の混成コ

ンソーシアムの参加も可能としたマイルストーン達成で段階的に選択・集中していく仕組みをつくってほし

い。４番目が事業者では採算困難な土地・建屋・バックエンドについては公的な資金が必要ということで

す。 

二つ目の項目は資金と資金以外が混ざっていますけれども、資金のみならず施設利用や装置建設用

地への支援、アンカーテナンシーとなることを通した支援も期待しているということです。 

下の緑色の四角ですけれども、資金以外の要望です。キーとなるコンポーネントについて国研・大学等

の支援・試験設備等の施設利用を期待している。あと、民間による対応が困難な共通的な技術課題に対

して、アカデミア・民間を結集して技術開発を実施する体制を構築してほしいということです。３番目は、国

研の施設において電力などのインフラが整備された状態の施設を貸与してほしいということです。４番目は

特にトリチウムの扱いについて規制の明確化や国の支援によるコンサルティングを求めているということで

した。 

次のページは、委員の皆様からメールでいただきました御意見を、主査と御相談の上、記名式で載せて

おります。 

まず、社会実装に向けた取組全般に関する御意見ということで９点ほど載せております。 

１つ目、民間が自ら行うプロジェクトは当然あってもよく、排除されるべきではないという御意見。 

２つ目、事務局から前回お示ししたロードマップは、本タスクフォースの議論のイメージを合わせていくた

めに大変重要であるという御意見。 

３つ目、将来の商用化と産業競争力確保に向けた取組が発電実証であるので、民間プレーヤーの関与

を明確にすべきである。 

４つ目、ＱＳＴの原型炉計画も別扱いとせずに、このフレームワークで議論していくことが適当ではない

か。 

５つ目、人材も重要であるということで、ロードマップ策定においてはそういった観点、特に時間軸だと思

いますが、そういった配慮が要るという御意見。 

６つ目は、誰がどのフェーズでエネルギーを供給する責任主体として機能を担うかを具体的に整理して

いくことが必要。 

７つ目は、発電実証の定義をどう定義するかが重要であるという御意見。 

８つ目は、タイムスケジュールの設定が重要であるという御意見。 

９つ目は、フュージョンエネルギーの研究開発における技術課題の中身や実現可能性を考慮して社会

実装への進め方を判断すべきであって、その際、炉全体と炉工学のサブシステムの各々の観点から課題

を認識すべきであるという御意見でした。 

１枚おめくりください。スタートアップに対するマイルストーン型の支援についてのコメントです。 

１つ目はマイルストーンとゲート通過基準は民間企業ごとに最適化する必要があるので、横並びの評価

は難しいのではないかという御意見です。 

２つ目も同様に、社会実装を見据えた発電実証の目標とそれに向けたマイルストーンの設定について

検討が必要であるという御意見です。 

３つ目は、商用炉の定義を明確化した上で、ＱＳＴや民間それぞれから商用炉に至る道筋及び主要なマ

イルストーンを提示してもらう。それぞれに適したマイルストーン、スケジュールを設定することが望ましい

のではないかということです。 

これらの御意見をもう一度見返すと、１番目はスタートアップにもマイルストーンを示してもらう、２番目は

国からマイルストーンを示す、３番目はスタートアップと国との両方がマイルストーンを示すというコメントで



5  

した。 

４つ目です。フェーズ間の進捗や主体ごとの成熟度の違いも踏まえて、支援範囲や手法は柔軟に設計

していくことが大事であるという御意見です。 

ページの最後、資金以外の支援について、研究機関、大学、民間のプレーヤーによる共同プロジェクト

や複数の発電実証プロジェクトを集約するハブ、拠点の構築を行うべきではないかという御意見です。 

これらを踏まえて、６ページです。本日の進め方として、以下についてヒアリングを行う予定です。その

１、原型炉に関する検討の経緯です。その２、安全確保に関する検討の状況です。その３、バックエンドに

ついてです。その４、発電実証に向けた共通基盤についてです。 

次回、以降は、本日の御意見、御議論も踏まえまして、社会実装に向けたロードマップについての御議

論、実施主体の在り方、サイト選定の進め方、その他といった点について御議論いただきたいと思っており

ます。 

 以降は参考資料です。８ページは前回事務局がお示ししたロードマップでございます。９ページ、１０

ページは第１回の御意見をもう一度載せております。１２ページは今回の新作資料で、先月の半ばに新た

にＤＯＥが示したロードマップを事務局で仮訳したものです。ビルド、イノベート、グロウという３段階に分け

てマイルストーンを定めていくということを書いてございますし、次の１３ページにはこのタスクフォースでも

御議論いただいています②番のマイルストーンプログラムのほかに、③番のＰＦＲ、④番のフュージョンブリ

ッジという新しい施策をアメリカが進めようとしているといった紹介をしてございます。 

最後の１４ページは、第１回で御説明したドイツに関して、２０４０年をターゲットにしておりますが、それ

に向けて新たな行動計画を示したということです。研究支援強化に約１７億ユーロ、研究インフラと技術実

証に約７．６億ユーロを投入するという行動計画を発表したということです。 

資料１は以上でございます。 

今般、政府で新たに決定した事項がありますので、参考資料１を御覧いただきたいと思っております。事

務局から御紹介します。 

日本成長戦略本部の設置についてというタイトルです。報道等で皆さん御存じかと思いますけれども、

高市総理が発表されたものです。 

この本部はリスク、社会課題に対して官民連携の戦略的投資を促進するもので、本部長は高市総理大

臣、副本部長は木原内閣官房長官と城内成長戦略担当大臣、本部員はその他全ての国務大臣ということ

になっております。 

１枚めくっていただきまして、日本成長戦略会議の開催を決定するということで、１１月４日に第１回が開

かれました。 

次のページ、成長戦略の検討課題ということで、１ポツ、２ポツに分かれています。１ポツに我々フュージ

ョン関係がございます。具体的にはもう一枚めくっていただきますと、項目ごとに担当大臣が定められてお

り、１ポツ、危機管理投資、成長投資の戦略分野の１２番目がフュージョンエネルギーで内閣府特命担当

大臣（科学技術政策）である小野田大臣が指名をされているといったところです。 

最後のページですけれども、官邸ウェブサイトから高市総理の御発言を引用しています。いわく、強い経

済をつくる、責任ある積極財政を行う、不安を希望に変えていく、危機管理投資をしていく。リスク、社会課

題に対して先手を打って供給力を抜本的に強化していく。各戦略分野の供給力強化策として、複数年度に

わたる予算措置のコミットメント、投資の予見可能性につながる措置を検討するようにという御指示です。

研究開発、事業化、事業拡大、販路開拓といったフェーズを念頭に調達や規制改革などの事業の創出、

拡大策を取り入れることという御指示です。 

これらの措置を通じて実現される投資の内容、その時期、目標額などを定めた官民投資ロードマップを

策定することという御指示です。その中で、成長率、国富拡大に与えるインパクトについても定量的な見込

みを示すこと。技術、人材育成、スタートアップ、金融などの課題についてもそれぞれ担当大臣を指名し、

早急に日本成長戦略会議を開催するということでありました。 

これらを踏まえまして、本社会実装タスクフォース事務局の中でも検討しておりますし、また、日本成長

戦略本部事務局とも打合せを始めていますけれども、このタスクフォースで定める予定のロードマップを日

本成長戦略本部のロードマップにも入れ込んでいくといった連携を取っていこうと考えているところでござ

います。 

我々の社会実装タスクフォースでは、この年度末までにロードマップや取りまとめを予定していますが、
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日本成長戦略本部は来年６月を目途にロードマップを策定というふうに聞いておりますので、時間軸的に

はこちらの方が先行していくのではないかと思っております。 

 

（２）原型炉に関するこれまでの検討の経緯について 

① 核融合科学技術委員会原型炉開発総合戦略タスクフォース第12期の坂本主査より資料２－１に基づ

き説明 

第１２期の主査を承っております坂本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

この目次に従って、時系列でこれまでの経緯を御説明いたします。 

まず、最初に原型炉に係る推進体制ということで、３ページ目に今の体制が書かれております。これ

は令和６年度に補正予算で原型炉に向けた基盤整備事業が開始されまして、そのときにこのような体

制に変わっております。それ以前は原型炉合同特別チームがタスクフォースの直下にありましたが、現

在はこのような体制になっております。この趣旨としましては、原型炉開発に向けてＱＳＴを中心としつ

つ、大学や企業等も参加する実施体制を構築することを目指すものです。補正予算もつきましたので、

そういう補正予算をＱＳＴのみならず大学や企業等も公募によって参加する。その原型炉の開発に向け

たアクションプラン、後でまた御説明しますが、これに基づいて項目別に公募を実施して大学や企業等

の更なる参画を促すための仕組みを導入する、こういう趣旨でこのような体制に変わっております。 

それまではタスクフォースの直下にあった原型炉設計合同特別チーム、ここで原型炉の概念設計をし

てまいりました。現在は２３大学、６研究機関、４４企業、メンバー総数２１９名とかなり大きな組織として

活動をしております。 

次に、原型炉に関するこれまでの検討の経緯を時系列で御説明します。 

平成４年６月、１９９２年ですが、原子力委員会において第三段階核融合研究開発基本計画が定めら

れました。この計画に基づいて自己点火条件の達成及び長時間燃焼の実現並びに原型炉の開発に必

要な炉工学技術の基礎の形成を主要な目標として活動を進めてこられました。平成１７年、２００５年に

は今後の核融合研究開発の推進方策についてということで、原子力委員会の核融合専門部会におい

て、トカマク方式において一定の経済性を念頭に置いた原型炉に向けての研究開発、あと、幾つか原型

炉の目標が定められました。そして、このときにチェック・アンド・レビュー項目、これもまた後で御説明し

ますが、原型炉開発に係るチェック・アンド・レビュー項目も策定されております。 

その後、平成２７年に核融合科学技術委員会と原型炉開発総合戦略タスクフォースが設置され、アク

ションプランの見直しやチェック・アンド・レビュー項目の見直しの検討が始まりました。あわせて、この年

に特別チームが設置されました。当時は５２名でスタートしておりますので、この１０年間でかなり特別

チームが発展してきたことが分かります。 

平成２９年の核融合科学技術委員会において、原型炉開発の目標が具体的に三つの項目として定

められました。一つ目が数十万キロワットを超える定常かつ安定した電気出力、２番目が実用に供し得

る稼働率、３番目が燃料の自己充足性を満足する総合的なトリチウム増殖を実現すること、この三つが

目標として定められました。そして、中間チェック・アンド・レビュー、前の核融合部会で設定されたものも

見直されて、原型炉移行の前に２回チェック・アンド・レビューを行うこと、それはＪＴ－６０ＳＡの運転が開

始される頃とＩＴＥＲのファーストプラズマが予定されるタイミングということでございます。 

中間チェック・アンド・レビューも見直されまして、ちょっとページは飛びますが、９ページにその改訂さ

れたチェック・アンド・レビュー項目があります。１番から６番までは先ほどの平成１７年に策定された項

目と同じであります。今回この改訂が行われたのは、原型炉開発においては国民の理解が非常に重要

であるということで、⑦の社会連携ということが加えられ、さらに、その時期に合わせた項目が具体的に

何をチェックすべきかということがここで定められました。その後、また令和５年に改訂されたのですが、

それについてはまた後ほど御説明いたします。 

続きまして、令和２年、２０２０年１０月だったと思いますが、２０５０年カーボンニュートラル宣言という

のが政府から発出されて、その辺りから更に前倒しの議論ということが進んでまいりました。それと併せ

てアクションプランのチェック・アンド・レビューが進められて、令和４年１月の核融合科学技術委員会で

そのチェック・アンド・レビューの報告書を提出しております。これはもともとのＪＡ－ＤＥＭＯと呼ばれる大

きな装置ですが、それと同時期に、今６ページ目ですが、核融合発電の実現時期の前倒しが可能かどう

か技術的に検討を深めることが重要であるという流れに沿って、原型炉開発の方のタスクフォースにお
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いてその検討を行いました。 

当初は２０５０年頃ということでしたが、５年前倒しをするための検討を行って、そのために第１期目標

と第２期目標という目標を二つに分けて、第１期目標ではこれまでの定常運転から２時間のパルス運

転、あと、トリチウムの増殖率についても少し条件を緩和するということで、まずは発電実証を行う、第２

期に当初の目標を達成する、これによって発電実証を５年間前倒しできるという検討を技術的に行いま

した。 

この件に対して令和５年、次の７ページ目ですが、２月の核融合科学技術委員会に御報告して、この

内容については認めていただきました。ただし、ロードマップ等の改訂についてはＩＴＥＲのベースライン

の見直しがまだできていないということで保留となっております。その保留されたロードマップが１１ペー

ジの参考③に書いてありまして、これは当初の平成２９年に策定されたものと同じものとなっておりま

す。 

その後、フュージョンエネルギー・イノベーション戦略、統合イノベーション戦略２０２４、新しい資本主

義のグランドデザイン、こういう形で更に前倒しの議論若しくは政府の戦略が進み、２０３０年代の発電

実証を目指すということが決まりまして、それに伴って１２ページでありますが、フュージョンエネルギー

の早期実現に向けては、国家戦略に基づき原型炉を早期に建設することが肝要であるということとなり

まして、原型炉に向けた方策を策定して、研究の進展や国内外の状況の変化に応じて適宜見直してい

こうとなりました。原型炉に向けた方針も見直してはどうかということで、先ほど三つありました原型炉の

目標、この二つ目のチェックマークですけれども、２０３０年代に発電実証するためにはこれを見直すこと

が必要であるという結論になりました。 

これを受けて、こちらのタスクフォースにおいてはいろいろな発電実証の前倒しの案が出まして、プラ

ンＡからＤまで出ました。ＡというのはもともとのＪＡ－ＤＥＭＯで、より早めるというＢ、Ｃ、Ｄが出ましたけ

れども、まずはこのＤ、原型炉の第１期目標を発電実証として、後に他段階で改造する、こういうところか

ら進めていこうという形になって検討を進めました。 

それが次の１４ページにある発電実証の早期実現に向けてＩＴＥＲサイズの原型炉が技術的に成立す

るかの検討開始ということで、ここで今横にいる坂本宜照グループリーダーが特別チームの検討結果を

タスクフォースで御報告いただいて、いろいろと検討してまいりました。その内容はこれからまた詳しくお

話しいただけると思いますので、少し飛ばさせていただきます。１８ページまではそのような内容が書か

れております。 

その検討を行って、タスクフォースではこの多段階方式の技術的な妥当性というところを検討し、その

結果を第４０回の１９ページにある核融合科学技術委員会で御報告して、技術的な可能性が示されたと

いうことを御報告しました。 

ただ、この核融合科学技術委員会とタスクフォースにおいても、更なる検討を行う必要がある技術的

課題があるのではないかという議論が進められました。ここに書いてあるように幾つかありますが、二つ

目のところの原型炉の製造・電源などの国産化の精査・国内技術の開発・技術的優位性の確保というと

ころは皆様委員の中でも懸念事項があったところで、例えばＩＴＥＲサイズにしてしまうということで、そう

いう超伝導コイルの開発技術が停滞してしまうのではないか、より大きなものを目指すという民間の企

業の活力が止まってしまうのではないか。そうなってしまうと、海外にその技術、今私たちに優位性のあ

る技術が抜かれてしまうのではないか、そういうような懸念もありまして、ただ、サイズをITERと同じにす

るだけではなくて、やはりより開発するような、より上を目指すような超伝導コイルの開発というのも必要

であろうと、そういうような意見もいろいろ出されて、そういう検討をしてまいりましょうということになって

おりました。 

最後、ＩＴＥＲサイズのところは第１期、第２期、第３期という目標で、最初の目標であった①、②、③の

全てを達成するのではなくて、第１期には発電実証、このときにはトリチウム増殖率には少し目をつぶ

る、ただし、技術的なところは見る。第２期においては増殖率についてもしっかり見ていく。第３期には発

電の１００ＭＷの正味の電力を得る、こういう多段階で行うということでまとまっております。 

さらに、これを進めるに当たって最後のページですが、２０３９年に発電実証を行うというところを決め

て、バックキャストで計画を練ったものというのが２１ページになります。タスクフォースではここまでの議

論をしたところまで行っている次第です。 
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○尾崎主査  

 坂本主査、どうもありがとうございます。議題２に関しましては御発表者が複数いらっしゃいますので、

後でまとめて御質問等をお受けします。 

続きまして、坂本次長から今御説明のあったＩＴＥＲサイズの原型炉について御説明をお願いします。 

 

② 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合炉システム研究開発部の坂本次長より資料２

－２に基づき説明 

私、現在、原型炉設計合同特別チームのリーダーを務めております坂本と申します。本日はこのよう

な機会を頂き、誠にありがとうございます。 

それでは、２ページ目を御覧ください。 

まず、ＱＳＴがこれまでシンクタンクに調査いただいたフュージョンエネルギーの将来像について紹介

させていただきます。 

まず、上側に示した調査では、フュージョンエネルギーの導入シナリオについて、ＩＴＥＲよりも少し小型

で１００万ＫＷクラスの商用炉第１号機を２０５０年に導入すると、日本では脱炭素オプションが限られて

いるということもございまして、２１００年には日本の電力量の３０％以上をフュージョンエネルギーが担う

と分析されているところです。また、水素製造の役割も担うと更に促進されるという分析がされておりま

す。 

次に、下側に示しております調査では、フュージョン炉を中核としたエネルギーシステムにおいて、大

都市向けの安定なベースロード電源としての役割が期待されているということです。 

それでは、３ページ目を御覧ください。 

このような将来像において重要な役割を担うフュージョンエネルギーの社会実装に向けましては、従

来の道筋としては青い矢印で示しているように実験炉、ＩＴＥＲ及び幅広いアプローチ活動により原型炉

を建設、発電を実証してから商用炉の段階に移行するというアプローチでございました。原型炉としてＩＴ

ＥＲサイズ原型炉を採用すると、ＩＴＥＲと原型炉の技術ギャップは当然小さくなるので、２０３０年代に発

電実証が可能になると考えております。 

一方、商用炉との技術ギャップが大きくなってしまうという側面はございます。これに対して、一昨年に

策定されたフュージョンエネルギー・イノベーション戦略では、社会実装に必要な技術を先取りして開発

することにより、すなわち拡がった技術ギャップを縮めることが可能であり、また、原型炉の途中段階に

新しい技術を導入することも可能なので、社会実装をより加速できると考えてございます。 

それでは、４ページ目を御覧ください。 

２０３０年代発電実証に向けたＩＴＥＲサイズ原型炉の特徴と意義を整理しております。 

まず、ＩＴＥＲサイズ原型炉では、ＩＴＥＲとＪＴ－６０ＳＡの技術に基づいた設計とすることで、特に製作に

時間を要する超伝導コイルについては、ＩＴＥＲと同じにすることで低リスクかつ最短で建設に着手すると

いうことができます。 

次に、ＩＴＥＲサイズ原型炉ではＤＴ核融合反応で発生するアルファ粒子による自己加熱が主体にな

る、いわゆる燃焼プラズマかつ発電のために消費する電力を賄う電気出力を得られることができ、科学

的・技術的に意義のある発電実証が可能となります。 

そして、ＩＴＥＲサイズ原型炉では、大は小を兼ねるということから、炉内機器の技術開発に利用可能な

例えば小型の体積中性子源としての活用やシステム統合装置など、そういった役割を担うことができる

ので、トータルには資金あるいは人材のリソースを合理化できるのではないかと考えてございます。ま

た、ＩＴＥＲサイズ原型炉では独創的な新興技術や高効率化技術を運転後期に導入することで商用炉へ

のギャップを縮小することができ、早期の社会実装に貢献できる特徴がございます。 

次に、５ページ目を御覧ください。 

このページには、炉心プラズマ性能やブランケット性能を段階的に向上させるＩＴＥＲサイズ原型炉の

多段階の運転期における目標と装置の仕様をまとめてございます。 

第１期は、発電に特化したブランケットを装着して、ＩＴＥＲのＱ＝１０、いわゆる標準シナリオのプラズ

マを発生し、短パルス運転で正味電力ゼロ規模の科学的・技術的意義のある発電を実証します。第２期

は、燃料増殖も行うブランケットに交換し、正味電力ゼロに加えて燃料増殖も実証します。第３期は、改

良型増殖ブランケットなど建設と並行して実施する研究開発の成果を反映しまして、定常運転にて１００
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ＭＷ規模の発電を目指しております。 

最後、６ページ目を御覧ください。スケジュールです。ポイントは次のとおりです。発電実証は赤い印

で２０４０年直前のところに設定してございます。原型炉の建設から発電実証までは産業界の力を結集

することと、ＩＴＥＲの各段階での成果を反映することで、効率化や期間短縮が可能になります。発電実証

後はプラズマ計測装置がたくさん備わっているＩＴＥＲのＤＴ実験とのリアルツインでリスクを低減した原型

炉の運転を行うことができます。ＪＴ－６０ＳＡについては、原型炉のプラズマ運転シナリオに貢献する役

割を担います。 

さらに、重要なことは下側の緑色の部分のところで建設と並行して研究開発を行うための基盤整備に

早急に着手するとともに、ムーンショット目標１０や産業界との連携によりフュージョン機器産業につなが

る技術開発を推進し、原型炉の成果と合わせてフュージョンエネルギー利用産業に向けた商用炉へつ

なげることです。 

 

③ 事務局の澤田参事官より資料２－３に基づき説明 

ただいま資料２－１、資料２－２についてお二人から御説明がありましたけれども、更に遡って１９９０

年代、２０００年代に行われた検討を２点、原子力委員会と電力中央研究所で行われた検討について御

紹介したいと思います。 

１ページ目は９０年代の原子力委員会での御検討です。最初のポツ、核融合研究開発の推進につい

てというタイトルの取りまとめを平成４年、９２年５月に示していただいていまして、今後フュージョンエネ

ルギー研究開発は３段階を設定して展開することが妥当であると示されております。これは商用炉以外

で三段階、まず１が実験炉段階、２が原型炉段階、３が実証炉段階となっております。 

そして、同じ年の翌月である６月に第３段階核融合研究開発基本計画が示されており、聞くところによ

ると関係者の間ではいわゆるバイブル的な扱いだったようですけれども、１）の実験炉段階の研究開発

の中核を担う装置としてトカマク型の実験炉を開発することが決定されております。 

さらに、３ポツ目、２００５年の原子力委員会の専門部会の報告で、今後の核融合研究開発の推進方

策において、１）でＩＴＥＲを我が国の第３段階核融合研究開発基本計画における実験炉と位置づけて開

発することが適切であることが明示されています。 

同報告書においてＩＴＥＲ計画の進展、トカマク方式における定常運転の原理実証が行われたこと、発

電に向けた炉工学の基礎が進展したことを踏まえて、フュージョンエネルギーを早期に実現する観点か

ら、２）の原型炉段階においては高いエネルギー増倍率を持つ定常炉心を実現、同時にプラント規模で

の発電実証を一定の経済性を念頭に置いて実現することを目標とすることが妥当と示されました。２）の

原型炉に３）の実証炉の課題要素が組み込まれ、原型炉と実証炉が統一的に検討されるようになったと

いうことです。 

２ページ目を用いて電中研で行われた過去の検討経緯を御紹介いたします。 

財団法人電力中央研究所で２００５年に取りまとめられた、核融合発電実用化に向けた開発ステップ

と実験炉ＩＴＥＲの役割というレポートです。将来のユーザーの視点から以下の提言が行われておりま

す。１から４までの段階という分け方をしております。１）が工学的実証段階（実験炉）、２）が発電システ

ム実証段階、３）が経済性・安全性実証段階、４）が実用化段階ということでございます。この１）から３）

まではさきの原子力委員会の実験炉段階、原型炉段階、実証段階と類似していると考えられますけれ

ども、ただし、炉で区切っていないということが一つ特徴として挙げられるかと思います。 

２つ目の四角、高速増殖炉の開発の例では、各段階において出力の規模を大きくしていく必要があり

ましたが、フュージョンの場合はその熱出力は実験炉、実用炉、それぞれで大きく変わらないため、各段

階に必ずしも中核装置を一つずつ建設する必要はないということが述べられております。例えば一つの

中核装置において、まず発電システム実証段階ミッション、要は２）だと思いますけれども、２）を達成し

た後に、それに改良を加えて３）の経済性・安全性実証段階のミッションを達成する開発という計画もあ

り得るとされています。 

これを踏まえて、電中研においては、発電実証のためのＤｅｍｏ－ＣＲＥＳＴ、要は２）と３）を一つにした

もの、実用炉ＣＲＥＳＴ、これは４）に相当するものの概念設計をそれぞれ検討されたという経緯でござい

ます。 

電中研ですので、コストに関しても提言を頂いていまして、もしフュージョンエネルギーの導入時期を２
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０５０年とした場合には、その発電の単価は、現在のレートで換算すれば、１ＫＷ当たり約１０円から２０

円の間にする必要性が見込まれるということも示していただいております。 

要はこれまでの二つの検討から分かることは、商用炉まで含めて３段階でできるのではないかという

ことが示されたということでございます。 

 

（意見交換） 

〇服部委員  

二つばかり質問させていただきます。 

一つは原型炉・実証炉という形でその後の商用炉につなげるとなると、非常に重要なパラメーターの

一つに設備稼働率というものがあると思います。この資料の中では割と実際に意味のある数値に扱わ

れていますけれども、現実的には何割ぐらいを想定されていて、また、その数字を実現するためにはい

ろいろな技術課題があると思いますけれども、どのようなものがある又はどれぐらい難しいとお考えでし

ょうかというのが一つ目です。 

二つ目は、このときの計画の中でコストダウンしていくためにはメンテナンス及び部品交換ということも

重要になると思いますけれども、その内容とか期間に関してはどのような前提又は構想ということをお考

えになったのか教えていただけないでしょうか。 

 

〇坂本次長（ＱＳＴ） 

稼働率に関してですが、今我々がいわゆるＪＡ-DEMO、ＩＴＥＲサイズDEMOでも考えていたのは、まず

は７割ぐらいをターゲットにして、将来的には８割以上というのを目指す、いわゆる軽水炉と同等レベル

を目指すのが妥当だろうと。そのために大事なのは、炉内機器でありますブランケットとかダイバータと

いうのを定期的に交換するということで課題は二つありまして、一つは交換する期間をいかに短くする

か。特に放射線環境が厳しい中での遠隔保守技術なので、そういった技術を開発する。もう一つは中性

子照射による材料の劣化を抑えて機器を長期間運用できるようにする、そういう二つの方向の技術開

発を進めることで稼働率というのを上げることができると考えてございます。 

 

○服部委員  

そのとき交換の期間はどれぐらいと想定されたのでしょうか。それとも今後の検討ということでしょう

か。 

 

○坂本次長（ＱＳＴ）  

大きいサイズ、ＪＡ-ＤＥＭＯについては産業界とともに検討しまして、そのとき１６セクターがございまし

て、一つのセクターをやるのに２か月の期間がかかると。それを単純に１６セクター全部やるとすごく長

い保守期間がかかってしまうので、４セクター同時にすることで、１年間で作業が終わるというようなこと

を検討しています。 

 

○服部委員  

それはどれぐらいのフリーケンシーで行うのでしょうか。 

 

○坂本次長（ＱＳＴ）  

想定していたのは５年間のサイクルで回すということを想定しています。 

 

○服部委員  

５年やって１年ということですね。分かりました。ありがとうございました。 

 

○寺井委員 

国の方針として、年を経るに従ってどんどん変わってきているというのはよく理解ができました。それ

で、結局原型炉の位置づけというのが大分今は変わりつつあるかなという気がしていて、もともと原型炉

というのは発電実証で、先ほどあった３項目ですよね、それを達成するという話だったのが今はコンパク
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ト化してＩＴＥＲサイズ原型炉という形に変わってきているので、その中で、３段階でそれぞれを達成して

いく、そういう方針になっていると思います。 

それは国の方針がそのように変わってきているので、それをフォローしようとしたらこういう形になると

いうので、そこはよく理解ができます。ただ、発電実証といった場合に、これは前からずっと言っておりま

すが、何をもって発電実証とするかというところで、今日の資料で坂本さんの資料２－２の中では、第１

期、第２期、第３期とあって、発電実証というのは最初に書いてあると。これが２０３９年ということなの

で、２０３０年代の発電実証達成というのが一応これでカバーできるという話ではあると思います。ただ、

短パルスなので、その後、長パルスをやって定常まで持っていくというところでまだ時間がかかるという

話かなという理解をしております。 

ブランケットにつきましても、発電ブランケットというのはいわゆる増殖ブランケットではないので、例え

ば遮蔽ブランケットに近いのかなという印象を持っていますけれども、中性子による核発熱で遮蔽体が

加熱されて、それを水等で冷却して熱を取り出すという話に多分なるだろうと思いますけれども、実際に

パルス幅４００秒でやろうとしたときに、炉そのものの熱容量がかなり大きいので、４００秒パルスだけで

定常的に熱が取り出せて発電まで持っていけるかというところはややちょっと疑問ですが、この辺りはど

うお考えでしょうか。 

 

○坂本次長（ＱＳＴ）  

それにつきましては今いろいろと検討しているところで、幾つか考え方があって、まず冷却水の温度

は、冷却水のポンプを回し４時間ぐらいで３００度近くまで上がるので、そこまで冷却水の温度はポンプ

で上げます。その後、核融合反応が起きて冷却水がおっしゃるように遮蔽体の核発熱等で温度は上が

りますが、それがどのぐらいの時間で上がるかということを今評価しているのと、あとは、それでタービン

を回すためにはタービンをレディ状態にしないといけないので、追加の予備加熱、ボイラー等で回すか、

あるいは蓄熱システムみたいなものを備えて発電にそれを組み合わせることで利用する、それで何とか

意味のある発電実証というのを示せていけないかと検討しているところです。 

 

○寺井委員  

分かりました。核融合反応で出てくるエネルギーを熱に変えて取り出すというところにはいろんな工夫

が多分あって、４００秒パルスでやろうとしたときには暖機運転みたいなことをやっておいて、それは多分

電気ヒーターか何かで加をして、ある程度熱的なバランスで定常になっているところで核融合反応を起

こして、それでプラスの出力が出てきます。そこのところで出た電力が核融合発電の電力ですと、この場

合は。そういう定義になるという理解でよろしいですかね。 

 

○坂本次長（ＱＳＴ）  

はい。今はそういうのが一つ主要なオプションと考えています。 

 

○寺井委員  

分かりました。 

そうすると、やっぱり長パルス化しないとそこは解決できないし、最終的には定常化していかないとい

けないので、そうなると、プラズマ閉じ込めの性能をもっと上げていくとか、あるいは磁場を強くすると

か、何かそういう方策が当然必要になってきますが、そこのところは第２期、第３期の中での開発課題だ

と理解をしておりますけれども、その辺りの勝算というか、具体的な方策みたいなところはこれからという

ことかもしれませんけれども、その辺りはいかがでしょうか。強磁場にして圧力を上げるとか、それから、

閉じ込め性能をどの程度上げられるかとか、この辺のところがポイントになると思いますが、そこはどう

お考えですか。 

 

○坂本次長（ＱＳＴ）  

そういう意味で第１期の炉心プラズマについては、ＩＴＥＲの標準シナリオということでかなり確度の高

い実証のできる性能です。第２期については、例えばＪＴ－６０SAの装置等でいわゆる先進プラズマとい

って、実績の高いシナリオを想定しています。第３期については、更にそれを越えるような領域のプラズ
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マの性能が必要になるので、そのときは炉心プラズマの性能だけではなくて、増殖ブランケットを改良し

て、薄いけれども増殖機能もちゃんと持つような、そうすると薄くなった分プラズマの体積を大きくするこ

とができるので、それでプラズマの性能を上げてやると、そういったことが第３期でできないかなと考えて

います。 

 

○寺井委員  

分かりました。ありがとうございます。もう一点、いいですか。 

先ほどのリアルツインというのが面白いアイデアだなと思ったのですけれども、ＩＴＥＲと同じサイズのも

のをつくって走らせて、それでよくデジタルツインという話は聞きますけれども、リアルツインというのは初

めて聞いた言葉ですが、ＩＴＥＲと同じサイズのもの、同じスペックのものをつくって、それでＩＴＥＲの方で

ある程度特性が見えてきたところで、いわゆるＩＴＥＲサイズ原型炉の方もそこからデータがかなり出てく

るので、そのデータをうまく使いながら改良していくとか、そういったアイデアという理解でよろしいです

か。 

 

○坂本次長（ＱＳＴ）  

そのとおりです。特にＩＴＥＲ規模になると、プラズマは慎重にシナリオを組み立てていく必要がありま

す。２０３０年代に発電実証しようとすると、装置を完成してから短期間あるいは今想定している１年半の

間にいわゆるＱ=１０の高性能プラズマを達成しようと思うと、ＩＴＥＲで例えばプラズマ電流が半分で調整

運転をして、フルカレントのプラズマ電流にしたプラズマをつくる、そういった知見をそのまま持ってくるこ

とで短期間にプラズマを達成できると。そういう意味でリアルツインと。さらに、その後ＩＴＥＲでＤＴプラズ

マの燃焼試験をやった成果、あと、ＩＴＥＲサイズ原型炉でやったプラズマでもし起こった現象が何でこう

いう現象が起こったのだろうというときに、ＩＴＥＲでは計測器でいろんなプラズマの温度とかパラメーター

を測定しているので、それと比べることで一緒になって困難を乗り越えていくということもできるだろうなと

考えています。 

 

○寺井委員  

その辺りの類似性というのは担保できるのかしら。ちょっとその辺りはプラズマというのが相手だか

ら、やっぱりかなりある意味得体が知れないようなもので、そこのところをどの程度しっかりと計測してプ

ラズマ像を明確に示して、それでいわゆるＩＴＥＲサイズ原型炉の方にそれを適用していくというその辺り

はやっぱりＩＴとかＡＩ技術がないとなかなか難しいような気もしますけれども。 

 

○坂本次長（ＱＳＴ）  

そのとおりです。やっぱり原型炉の次の更に社会実装まで見据えたときには、ここは今リアルツインと

だけ強調しましたけれども、いわゆるデジタルツインとリアルツインを組み合わせることで次のステップに

向けて見通しをよくするような、そういったことができるのではないかと考えています。 

 

○寺井委員 

ちょっとこれはコメントですけれども、当初の原型炉の実証内容、それから、発電実証という今回使わ

れている言葉にやや乖離があるので、ずっと前から申し上げていますが、発電実証というものを明確

に、これはむしろ再定義なのか、あるいは今回初めて発電実証というものを定義するのか、そこのところ

は重要なポイントだと思いますから、スタートアップの方々も発電実証という言葉をかなり簡単に使われ

ていますが、その辺りの定義を国の文書としてしっかりとやっておかないといけないのかなという気がし

ております。 

  

○栗原主査代理 

幾つか質問を致します。1点目は原型炉と実証炉が実質第１段階、第２段階、第３段階のような形に

なっていて、この発電実証の第１期は日本も２０３０年代にできますということだと思いますが、他国も同

じような定義で発電実証や発電に成功したということなのか、そして他国と比べて進捗は遅いのか早い

のか、お伺いしたいです。 
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２点目はそれと関係しますが、今２０５０年ぐらいに多分第３期まで終えて実用炉に移っていくという絵

なのではないかなと思ったのですが、２０５０年までに第３期までやるというスピード感が本当にそれでい

いのか、そこすらも前倒しをしなければいけないのか。 

３点目が系統につなげられるのは結局この第３期までが終わったその後になるのでしょうか。それと

も途中の段階で系統につなげられるようなものになると考えてよいのでしょうか。 

４点目が、いろいろなマイルストーンでプロジェクトを進めていこうという発想がありますが、この第１

期、第２期、第３期のようなマイルストーンの設定の仕方は、わが国の独自のものなのか、それともグ

ローバルに見ても普遍的なマイルストーンというか、標準化できるマイルストーンなのかという点につい

て、お答えいただける範囲で結構ですけれども、お願いできればと思います。 

 

○坂本次長（ＱＳＴ）  

順番にお答えしたいと思います。 

他国に比べてですけれども、他国はかなりアグレッシブだと思っていて、我々が今第３期と言っている

ものが２０４０年までにやりますというような、そういったものの言い方をしています。例えばイギリスもＳＴ

ＥＰという装置ですけれども、あれは２０４０年に発電を実証すると言っていますが、ただ、装置ができて

すぐにといったプラズマの性能とか運転ができるというわけではないので、そこからはある程度の試行

錯誤をしながら運転を立ち上げていくということだと思っています。 

一方、アメリカについては相当アグレッシブで、２０３０年代前半に商用炉をつくると言っていますが、

最近学術論文は余り表に出てこないので、詳細はちょっと分からないところがございます。 

二つ目の２０５０年でよいのかという点については、もともと文部科学省の核融合科学技術委員会で

議論していた発電実証が今世紀中葉、２０５０年ということだったので、今回戦略ができて２０３０年代に

発電実証となったときに、それよりも遅くなるということは考えられないだろうということで、第１期、第２

期、第３期は、第１期も発電が実証できたらすぐに次の第２期に移る。第２期の増殖ブランケットですぐ

にトリチウム増殖が実証できたら、すぐに第３期に移るということで、そこは原型炉の建設と並行した技

術開発をすぐに導入できるように前倒し、前倒しでやっていくことがとても大事だと考えています。 

三つ目の系統につなぐことですけれども、これは系統につなぐのはやっぱり系統を運用している側か

らはなかなか敷居が高いと思っておりまして、可能性があるのは第２期のところにちょっと書いています

けれども、蓄熱システムを使って定常的に外に電気を小さいながらも出せるようなシステムが運用でき

るようになれば系統につながらせてもらえないかということが相談できるのかなと。第３期は定常運転を

するので、是非定常運転でしっかり電気をつくることが示せれば、それで系統につながせてほしいなと考

えているところです。 

四つ目のマイルストーンについてですけれども、先ほどちょっと言ったみたいに例えば２０４０年までに

装置をつくったら、どの装置もまずプラズマの性能をだんだん上げていく。炉内機器であるブランケットと

かダイバータというのは交換機器なので、交換するタイミングでそれまでに改良したものを導入できるの

で、そういう意味ではほかのところはこういう１期、２期、３期ということは言っていないですけれども、実

際運転していくときには同じようなステップを踏むことになるのではないかなと思います。 

 

○近藤委員 

中間のチェック・アンド・レビューについて質問させていただきたいと思います。２０ページの資料を見

ていますと、例えば概念設計は２０２０年頃に第１回、２０２５年頃に第２回の中間チェック・アンド・レビ

ューというのがあると。これは企業で考えると中長期計画１フェーズ分に該当しますよね。非常に長いス

パンだということですけれども、これだけのスパンで１回だけレビューが行われるということのベネフィット

といいますか、それを伺えないでしょうか。あるいはもうちょっと刻んでマイクロマネジメントにしてもらっ

た方が進めやすいとか工程管理しやすいのか、あるいはこのぐらいのフェーズで行われた方がかなり裁

量を任されるのでやりやすい等を伺えますでしょうか。 

 

○坂本主査 

この第１回から第２回まで５年程度を想定しておりました。ＩＴＥＲの進捗で少し今延びていますが、全

体としてチェック・アンド・レビューをやるのはこの時期でありますけれども、各々の項目については特別
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チームでずっと検討しながら進めていますので、今おっしゃっていただいたマイクロマネジメントのところ

は項目ごとにやりながら、ただ、全体としてタスクフォースとして見るのはこの時期というような形で進め

ております。 

なので、各々の項目については特別チームの方で進捗を見ながら随時やっているというような形で進

めております。年間どれぐらい特別チームを開きましたかね。 

 

○坂本次長（ＱＳＴ）  

特別チームの会合は年２回でやっていますけれども、タスクフォースには毎年報告する機会がござい

ますので、そこでチェックしてもらっています。 

 

○坂本主査  

ですので、チェック・アンド・レビューの報告書としてまとめるのはこの段階で一括して進めております。 

 

○近藤委員  

追加になりますが、報告作業をすることによって、もちろん国からすればそれというのは説明責任が

発生するので、報告を受けるということになりますが、報告する側にとっては何か適切なコンサルテーシ

ョンが得られるとか、何かプラスのものがあったら教えていただけますか。特になければないで結構で

す。 

 

○坂本主査 

このタスクフォース委員は半分ボランティアみたいな形で各専門家が入っておりますので、自分の関

係するところはメリットがありますけれども、それ以外のところを全部見ていくというのはかなり労力を感

じているところではないかというところが正直なところでございます。 

 

○井上委員 

工程の方を見させていただいて、産業界の力を結集せよと書いてありますので、産業界としては非常

に胸が高まる思いはしますが、３９年までの発電実証というのは非常に厳しいチャレンジングな工程と見

受けます。 

これを見ますと、２５年から始まっていて、ものづくりもすぐ始まるというような状況にありますが、チェ

ック・アンド・レビューも含めて準備状況は整っているのでしょうか。坂本先生の工程表を見ますと、建設

に際しては原型炉建設の実施主体を決めなきゃいけないと書いてありますが、産業界のスタートアップ

の方はやる気満々で、実施主体も自分がやるということを宣言していています。是非皆さんもその辺の

心意気に負けないように進めていただきたいなと思っております。まず、着手準備と時期について教え

てください。 

 

○坂本次長（ＱＳＴ）  

では、私の方から。準備については、今回ＩＴＥＲサイズ原型炉にしたことで、装置についてはほぼ同じ

ものがフランスに建設されています。そういう意味で、今まで概念設計、工学設計、大規模Ｒ＆Ｄ、試作

とかＲ＆Ｄとかの部分もそこをある意味スキップして、すぐにものづくりに入れると理解しております。 

 

○井上委員  

チェック・アンド・レビューをいつされるのでしょうか。いつゴーが出るのでしょうか。 

 

○坂本次長（ＱＳＴ）  

チェック・アンド・レビューでいつゴーが出る。私の理解は、実施主体をこういうふうにやろうと決まるこ

とで、もうゴーが出るのではないかと理解をしていますけれども。 

 

○井上委員  

いつ始まるのかははまだ分からないということでしょうか。さっきも申しましたとおり、すぐ始めないと間
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に合いませんよと言っているのです。やる気満々の人に負けますよと。 

 

 

○坂本次長（ＱＳＴ） 

私の心意気としては、今すぐにでもその辺を決めていただく必要があると考えております。井上委員

からも御指摘がありましたけれども、あれだけ大きな装置をこの短い期間につくろうとすると、実施主体

のこと、あとは規制のこと、そういったもの、あとサイトのことをクリアして、それを一日でも早くとは言いま

せんけれども、本当に一日でも早く決まることが大事だろうと。また、そういったことで、ＩＴＥＲで培ってき

た技術開発がロストテクノロジーにならないということが非常に大事ではないかなと思っているところで

す。 

 

○桑原委員 

２点お伺いしたいことがございまして、一つは設計について２０３０年代の発電実証に向けて間に合う

ように進めていただいているということだと思いますが、実際第１期を始めるために必要な工学的な検証

というところ、例えばＩＴＥＲではやらないような発電に向けた必要な技術要素の開発状況というのを教え

ていただきたいというところと、あと、スタートアップの中ではやはりマグネットについて高温超伝導体を

使うという話がよく出てくるわけですけれども、この原型炉の設計を検討するに当たってＨＴＳというのは

どういう位置づけにされているのか、この辺りについて教えてください。よろしくお願いいたします。 

 

○坂本次長（ＱＳＴ）  

発電プラント部分については、そこに新たな技術課題を核融合で生じないように軽水炉で十分知見が

蓄積されている技術を適用しようと。いわゆるＰＷＲとかで採用されている発電システムを持ってくるとい

うことを考えています。 

ＨＴＳについては、ＨＴＳは魅力的で、将来的には核融合をやっぱりＨＴＳでやるべきだろうと思っており

ますけれども、今からこの規模のＨＴＳを使った装置をつくるのは、私としては非常にリスクが高いだろう

と。実績もないし、強度に対する導体の特性ですとか耐中性子に対するデータとか、まだそれが十分に

そろっていないと考えておりますので、今はＩＴＥＲサイズ原型炉には、この期間でそれはちょっとまだ早

いだろうと。ただ、将来、次の装置をつくるときには是非ＨＴＳの技術もしっかりデータもそろえて、導体も

開発して原型炉の次の段階にはＨＴＳで装置をつくるというのが社会実装には必要かなと思います。 

 

○桑原委員 

そうすると、商用段階ではやっぱりＨＴＳになるだろうというお見立てという理解は合っていますか。 

 

○坂本次長（ＱＳＴ）  

そうですね。そのように考えています。やっぱり磁場閉じ込め装置ですので、磁場を上げるということ

は非常にメリットが高いです。あともう一つ、液体ヘリウムです。低温の超伝導体は液体ヘリウムをＩＴＥ

Ｒですと２０トンとか物すごい量を使うことになるので、そういったことも踏まえると、やっぱりＨＴＳという

のが重要かなと思います。 

 

○桑原委員  

どこかでリスクを取ることは必要だけれども、今ではないという判断をされたということですか。 

 

○坂本次長（ＱＳＴ）  

はい。そうです。 

 

（３）安全確保に関する検討状況 

原子力規制委員会原子力規制庁放射線防護グループ放射線規制部門の上谷管理官補佐より資料３

に基づき説明 

それでは、早速原子力規制庁における安全規制に係る取組状況について御説明させていただければと
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思います。 

まず、１ページ目でございまして、一番上に内閣府が設置したタスクフォースにおいてフュージョンエネル

ギーの実現に向けた安全確保の基本的な考え方が決定されました。こちらは規制庁もオブザーバーとして

参加しておりまして、こちらで現存するフュージョン装置と同程度のリスクであれば、当面は現行のＲＩ法、こ

のＲＩ法というのは原子力規制庁が所管しております放射性同位元素等規制法という法律でございまして、

トリチウムなどを規制している法律になりますが、このＲＩ法の対象として、ＲＩ法に基づく放射線防護の観点

からの規制を継続することが適当との見解が示されております。 

これを踏まえて、今の規制庁のタスクとしましては、現在ＱＳＴだったりとかスタートアップだったりとかが

開発を進めているフュージョン装置というのが今現存しているＪＴ－６０ＳＡと比較したときにどれぐらいリス

クが上回っているのか、越えているのか、越えているなら越えている部分に関して現行のＲＩ法で対応でき

るのかどうかというところを分析していくというのが今の原子力規制庁のタスクになってございます。 

こういった動きを踏まえまして、規制庁としても精力的にいろいろ検討の方を進めてございまして、具体

的には規制庁としても国内外に実際に直接足を動かしていろいろ情報収集の方に取り組んでございまし

て、例えばこの表の青色のところです。基本的な考え方が決定された翌月にはアメリカの方に赴きまして、

アメリカの原子力規制委員会、ＮＲＣと意見交換をしたり、先々週も２週間ほどかけてヨーロッパの方、イギ

リス、フランス、ドイツの方を回ってきまして、各国の規制当局であったりとか、あとはＩＴＥＲ機構だったりと

かと意見交換の方を重ねまして、各国の規制だったりとかの情報収集をするとともに、各国規制当局との

人脈の方をつくってまいりまして、日本に戻ってきてからもメール等で意見交換の方をしている次第でござ

います。 

あとは黄色に塗っているところとしまして、原子力規制委員会では今年の６月に事業者との意見交換会

合の方を設置するということについて了承いただきまして、今年度末を目途にこの意見交換会合の結果を

踏まえて、現在開発が進められているフュージョン装置に係る規制上の論点を整理し、原子力規制委員会

に報告するということを決定しております。 

ここに載っている第１回から第４回からの意見交換会合以外にも今日来ていらっしゃっているＱＳＴの

方々だったりとか、あとはスタートアップの皆さんとも毎週のように面談の方を対面だったりオンラインで重

ねてみっちり議論をしておりまして、規制が推進の足かせになっていると言われてしまわないように、規制

庁としても精力的に取り組んでいる次第でございます。 

これまでの意見交換会合で具体的に何が議論されてきたのかというのを御紹介させていただければと

思いまして、２ページ目、第１回の意見交換会合では、まず規制庁から本会合の目的とＲＩ法の規制体系を

説明というところで、一方的に事業者の皆さんから情報を聞くということだけではなくて、規制庁からもまず

ＲＩ法とはそもそも何なのかとかいう情報をこちらからも積極的に共有させていただくことによって、双方向

で情報をためていくというような取組を進めてございます。 

また、二つ目として各事業者の皆様から計画しているフュージョン装置と開発スケジュールについての

説明を受けまして、※書きで書かせていただいているとおり、皆様御存じのとおりフュージョン装置につい

ての形式についてはトカマク・ヘリカル・レーザー・ＦＲＣミリーハイブリッド、反応式もＤ－Ｄ・Ｄ－Ｔ・ｐ－Ｂな

ど非常に様々なものがあるということを確認されておりまして、更に同じトカマク装置であったとしてもサイ

ズが違っているだけで非常にリスクも変わってくるというところで、正にそれぞれの装置についてスケジ

ュール感も全然違ってきているというところが現状でございまして、正直我々としてもどういった装置を基に

どういうスケジュール感で規制を考えていくのかについて、なかなかちょっと頭を悩ませているというのが

正直なところでございます。 

第２回意見交換会合では、各事業者の皆様からフュージョン装置の燃料サイクルシステムの概要につ

いて説明を受けまして、特に規制時に制御できなくなる可能性のあるトリチウムについて議論というところ

で、フュージョン装置のリスクとしてはトリチウムだけでなくて、例えば高エネルギーの中性子が出ますとい

うことや、高い線量の放射化物が大量に生成されますといったところで様々なリスクが想定されますが、

我々規制庁としてまずは優先順位をつけまして、一番安全の観点から大事になってくるトリチウムの挙動

について重点的にヒアリングの方を実施しておりまして、具体的にはトリチウムが例えば実際に事故が起

きたときに公衆にどれぐらい被害を及ぼすのかといったような観点でのアセスの方を第２回会合の方で行

っているという次第でございます。 

４ページ目になります。意見交換会合での主な確認事項としまして、ちょうど来週、第３回の意見交換会
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合がありますが、規制を検討する上で最も大事になってくると言っても過言でないハザード分析及び安全

対策、あとは従業者・公衆の被爆の線量評価、これを今後行っていって、最終的に規制上の論点を洗い出

していくというようなことを想定しております。 

例としていろいろここにも書かせていただいていますが、例えば上のところの例で内部ハザード、高磁場

とありまして、いきなりフュージョン装置が止まったときに、フュージョン装置はかなりの磁場を内包しており

ますので、フュージョン装置が止まったときにそれが下に書かれている応力がかかって真空容器の破損に

つながるかもしれないと。破損してしまうと、当然トリチウムが漏れる可能性があるというところで、更にそ

の下に書いているトリチウムの透過・漏えい防止というのをやらなきゃいけないよねと。あるいはハザード

のところで自然現象と書いていますが、地震が起きましたと。その下の電源装置とか例えば起きたとした

ら、安全対策として非常用電源を設けないといけないですよねといったような形で、ハザード、起因事象、

安全対策という一連の流れの方を確認していこうと考えておりまして、更に例えばトリチウムの漏えい防止

が必要ですねと。何重にも防護壁をつくって漏れないようにする必要がありますよねというふうに仮になっ

た場合には、現状ＲＩ法では多重性というのを規定しておりませんので、多重性を安全対策に求める必要

があるなら、例えばそれを新たにＲＩ法に規定する必要がありますよねとか、あるいは非常用電源も現状ＲＩ

法で特に求めているものではないので、ＲＩ法にここの部分も新たに規定しなきゃいけなくなりますよねとい

ったような形で、まず安全対策を網羅的に抽出して、それをどうＲＩ法に反映させていくのかといったような

プロセスで検討を進めている次第でございます。 

さらに、その下の従事者・公衆の被爆線量評価というところで、まず安全対策まではトリチウムの漏えい

防止のために何重にも防護壁をつくりましょうとなったときに、それが実際に従事者・公衆を守れるのかと

いったようなところを当然定量的に評価する必要がございまして、それがその下の従事者・公衆の被爆線

量評価というところになっておりまして、参考としてＲＩ法の技術上の基準というところで公衆被爆、敷地境

界２５０μＳｖ／３か月、１年を通して１ｍＳｖというところで、例えばこのＲＩ法の基準に当てはめるのであれ

ば、仮に安全対策をやっていて、でも事故が起きてしまいました。１ｍＳｖを被爆で超えちゃいましたという

のであれば、その安全対策は足りないよねというところで更に上乗せの安全対策が必要になってきますよ

ねといったような形で検討を進めていくということを想定しております。 

最後、まとめというところで具体的な取組が見込まれている段階での規制の枠組みや、更に先を見通し

た規制についての検討の在り方などについて、開発等の進捗状況に応じて原子力規制委員会における議

論を順次行っていく予定というところで、端的に申し上げて規制庁としましてステップ・バイ・ステップでやっ

ていくことを想定しておりまして、事業者の皆様からまず情報を聞いて、可能な範囲で規制をまず検討し

て、その上で当然成熟している技術じゃなくてこれからというところでございますので、新しい情報が入って

きたら、それをまた規制に反映させてという形でのステップ・バイ・ステップの検討というのを規制庁としても

行っていこうと考えている次第でございます。そうすることによって過剰な規制にならないように、とはい

え、きちんと安全も確保できるような合理的な規制というのを確立することを目指して検討の方を引き続き

進めてまいりたいと考えてございます。 

 

（意見交換） 

○近藤委員 

１年で検討していると思えないような充実した検討だという印象を持ちました。最初に感想ですけれど

も、ＪＴ－６０SAをベースラインにして、それに対して上回るリスク、下回るリスク、上回るものはどういうも

のなのかということを考えるために、確認事項を明示されているということについては非常に工夫されて

いると思いました。新しい検討なので、かみ合ったディスカッションというか対話をしていくというのはたや

すいことではないと思いますので、こういった検討というのは非常に価値があると感じました。 

それで、私から１点質問ですけれども、各国に様々な視察をされているということですけれども、恐らく

制度設計やリスク対応についても参考になられた内容があったのではないかと思います。日本の制度

設計に生かせそうな点あるいはその国の事情ゆえ日本ではちょっと取り入れにくいとお感じになったこと

がありましたら、紹介していただければ幸いです。お願いいたします。 

 

○上谷補佐（原子力規制庁） 

まず、参考になったところとしては、最後に申し上げさせていただいたとおり、やはり各国ともステップ・
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バイ・ステップで事業者と密に意見交換をしながら規制の方に落とし込んでいくというようなアプローチの

仕方をしておりまして、正にそれは規制庁としても見習っていかなければならないなと考えた次第でござ

います。 

あと、ちょっと取り入れにくいというところについては、今後議論ではありますが、どうしても日本特有

の自然現象がいろいろと地震なり津波なりあるというところがありまして、そこがどうしても海外とは事情

が違うというところもありますので、そこの部分については日本オリジナルのところをどう考えていくかと

いうのが正直頭を悩ませしているところでもございまして、そこはＱＳＴの皆様をはじめ、みっちりと意見

交換しながら考えていきたいと考えてございます。 

 

○寺井委員 

規制が先行しながら事業者と検討していくというのは非常にすばらしいやり方だなと私は改めて思っ

ております。これまで申請が出て初めて議論が始まるというところだったと思いますので、そういう意味

では海外並みになってきているのかなと思います。 

それで、御質問の一つは、ＩＴＥＲの国内誘致のときにかなり、当時は科技庁だったと思いますが、そこ

で安全性についての検討を多分されているのですけれども、そういった情報というのは適切に事業者あ

るいは今はＱＳＴですか、そこから入っていますでしょうか。いかがでしょうか。 

 

○上谷補佐（原子力規制庁） 

もちろん参考にさせていただいているところでございます。ただ、まず組織が違ったというところで、正

直申し上げると、結構集めるのに苦労しているところもあって、当時調査していた事業者に個別に連絡

してちょっと報告書をくださいみたいな形でいただき、一応可能な範囲で情報の方は収集しているという

ところと、ただ、あれは震災前の検討というところもあって、なので、ちょっとあれは参考にしつつ新しくい

ろいろと制度も変わってきておりますので、最新の制度を踏まえた上でまた考えていかなければと考え

ております。 

 

○寺井委員 

ＪＴ－６０ＳＡはＤ－Ｄですから、そんなに中性子量も多くないし、ましてやトリチウムもそんなに発生し

ない、結果的には出ますけれども。それに対してＩＴＥＲ誘致のときはＤ－Ｔを前提に考えていましたか

ら、大分ＪＴ－６０ＳＡよりはトリチウムという観点からリスキーかなと思いましたので、ちょっとその辺のと

ころ、もちろんかなり昔の検討の状況なので直接参考になるとは思いませんけれども、耐震ぐらいのとこ

ろを抜きにすれば、ある程度トリチウムの安全評価みたいなところは参考になるのかなと思いましたの

で、ちょっとコメント差し上げました。ありがとうございます。 

 

○上谷補佐（原子力規制庁）  

ありがとうございます。 

 

○服部委員 

一つ質問です。社会実装ということを想定しますと、まずは電力会社からのユーザーリクワイアメント

というのが重要なものとしてありますけれども、恐らく核融合炉も核分裂を想定すると許認可案件になる

ということが想定されますが、その場合、どのような許認可の内容又は重要性、シビアさということになる

と、核分裂よりかはもちろん小レベルのものとなりますけれども、今日書かれたようなものの中から重要

なものを条件化していくというように理解していいでしょうか。 

 

○上谷補佐（原子力規制庁）  

御理解のとおりでございまして、一応我々としてもさすがに核分裂炉ほどのがちがちのものにする必

要はないよねというのはある程度の共通認識としてございまして、とはいえ、現存するＲＩ施設と比べる

と、またそれも随分リスクは違うよねというところが認識としてございまして、なので、おっしゃっていただ

いた許認可をどういうふうにするかといったところは、うまく中庸を取れるように、そこを念頭に置きつつ

検討の方を進めていきたいと考えております。 
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○服部委員  

分かりました。ありがとうございます。 

 

（４）バックエンド対策について 

① 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合炉システム研究開発部の坂本次長より資料４

－１に基づき説明 

それでは、原型炉で発生する放射化物量についてということで説明させていただきます。 

２ページ目を御覧ください。これまでＩＴＥＲよりも大きい主半径８．５メートルのＪＡ-ＤＥＭＯで詳細な評

価をしておりましたので、まずはＪＡ-ＤＥＭＯでの評価に基づいて核融合炉で発生する放射化物の特徴

を御説明させていただきます。 

まず、核融合炉は炉心サイズが大きく、ＪＡ-ＤＥＭＯの場合、直径約４５メートル、重量が約５万トンご

ざいますので、最終的に発生する放射化物の量は非常に多いということがあります。ただし、高レベル

放射性廃棄物は発生しないという特徴がございます。さらに、真空容器の内部に設置するブランケット

やダイバータは中性子照射による材料劣化のため、数年ごとに定期的に交換する必要がありまして、交

換のたびにそれらが放射化物ということになります。これら定期的に交換する機器をワンススルーで廃

棄する場合には、２０年間フルに運転するとしますと、放射化物の量は５．６万トンとなりますが、トリチウ

ム増殖するための機能材、リチウムとベリリウム、これらをリサイクルして、かつ構造材料の一部をリ

ユースするということをしますと、１．１万トンまで減らすことができます。 

一方、真空容器ですとか超伝導コイルなどは廃炉まで使い続ける機器ですけれども、これらも放射化

するということで、これらの重量は２．７万トンあります。したがって、廃炉までに発生する放射化物として

は、リサイクル・リユースしない場合には８．３万トンですけれども、リサイクル・リユースすることで半減さ

せることができるので、そういう意味でリサイクルですとかリユースするための技術開発というのが非常

に重要になると考えております。 

次のページを御覧ください。次に、発生した放射化物の埋設区分について御説明させていただきま

す。核融合炉で発生する放射化物は低レベル放射性廃棄物の範疇にありますが、低レベル放射性廃

棄物でも放射能レベルによってコンクリートピットを設けた浅い地中に埋設する処分方法と地下７０メート

ル以上に埋設する中深度処分というものがございます。発生した放射化物の埋設区分を評価するため

に、中段の図に示すように各機器の誘導放射能というのを評価しております。その中で最も誘導放射能

が高いブランケットで生成される放射性核種に対してピット処分を仮定した埋設処分後の地中での核種

移行解析というのをこれまで行っております。その結果、左下の図に示すように生物圏での線量率が

トータルで３．４μＳｖ／ｙｅａｒとなり、ピット処分の埋設基準の１０μＳｖ／ｙｅａｒを下回ることから、ピット処

分が可能であるということが分かってございます。 

また、１００年程度保管するとリモートハンドリングでの対応になりますけれども、リサイクルやリユー

スが可能になるということでございます。 

では、次のページを御覧ください。これは最後のページですけれども、ＩＴＥＲサイズ原型炉で発生する

放射化物量について説明いたします。 

ＩＴＥＲサイズ原型炉では先に説明しましたように段階的な目標を設定して運転します。第１期と第２期

はパルス運転のため、材料劣化による機器の寿命で交換するということにはならないのですけれども、

各段階で異なる構造の機器を使用するために、先ほど申したようなリユースとかそういったことは想定

せずに、ワンススルーで廃棄するとしますと、それぞれの段階で１セットずつの放射化物が発生するとい

うことになります。一方、第３期は連続運転で中性子の発生も多いために、材料の寿命による交換を想

定して２セット使用するということを想定しました。そうすると、交換機器については合計４セット分と交換

しない機器と合わせて廃炉までに発生する全放射化物は３．５万トンという評価になりました。 

 

② 事務局の澤田参事官より資料４－２に基づき説明 

事務局からスタートアップ個社にバックエンドについて照会したところ、Ｊ－Ｆｕｓｉｏｎとしてお答えしたい

ということだったので、この紙を頂いておりますので、代読という形で私の方から御説明いたします。 

フュージョンプラントにおけるバックエンドということで、１ポツ目、バックエンドの対象は燃料サイクル
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であればヘリウム、固体であればＤＴ核融合反応（中性子照射）により発生する放射化物であるというこ

とです。ＤＴ核融合反応以外にも放射化物は発生し得ますが、これ以降、基本的にＤＴ反応を中心に説

明します。 

２ポツ目です。バックエンドプロセスは核分裂施設と異なり、その多くが施設内で実施されます。まず、

核分裂においては、使用済燃料の冷却は施設内で行いますが、その後、異なる施設（中間貯蔵施設や

再処理施設等）に移送され、再処理工程（まだ使用可能な燃料取り出し等）が行われます。他方、ＤＴフ

ュージョンでは燃料の生産がブランケット、再処理は燃料循環系によって行われます。したがって、バッ

クエンドプロセスで燃料処理を行うことなく、通常運転プロセスにおいて施設内で完了することになりま

す。したがって、燃料の処理ではなく、フュージョンでは放射化物の処理と保管管理がメインプロセスに

なります。 

３ポツ目、安全確保の「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」の視点において、バックエンドでは放射化

物の処理が可能になるまで施設内で「冷やす」、そして、処理や保管管理において作業員被爆防護のた

めに「閉じ込める」ことが重要です。 

「冷やす」段階では、核分裂の使用済燃料の冷却管理と同様に、初期は放射化物の熱除去ですが、

ほぼ自然放冷、施設内で確保することになります。 

「閉じ込める」段階では、核分裂のレベルと比較して数十年の保管管理によって施設外の再処理施設

等に放射化物を移送する必要はなく、施設内で放射化物の処理を完結できる。そのため、安全確保の

観点からは施設における除染や解体処理における遠隔保守技術の構築が重要な視点になります。再

処理再利用が必要で、一方、放射化物は減衰によりクリアランス可能な部分も多くなりますということを

述べております。下にそれを図示したものが書いてございます。 

 

③ 三菱総合研究所より資料４－３に基づき説明 

三菱総合研究所でございます。資料４－３について御説明いたします。 

１ページめくっていただきまして、まず、米国のバックエンドに関する動きについて御説明いたします。

米国においては、バックエンドも含めた規制の枠組みは提案されておりますが、更なる情報が必要とし

てございます。米国に関しては、ＤＯＥ（エネルギー省）とＮＲＣ（原子力規制委員会）で推進側と規制側、

両者ございますけれども、まずエネルギー省の方です。ＤＯＥの方がさきのバイデン政権のときですけれ

ども、２０２４年６月にFusion Energy Strategy ２０２４というのを発表しておりまして、この中でフュージョ

ンは放射化及びトリチウム化された廃棄物を生み出すが、これら廃棄物は長期的な地質学的貯蔵を必

要とするとは予想されていない。つまりこれは先ほども御説明ありましたけれども、地層処分が必要とな

るような廃棄物は出ないと予想されているということでございます。また、出てくる廃棄物は最小化した

費用対効果の高い廃棄物の分離、リサイクル及び処分方法を開発するための研究開発が必要であると

いうふうにしてございます。 

トランプ政権になりまして、２０２５年１０月、つい先月ですけれども、Fusion Science & Technology 

RoadmapというのがこれまたＤＯＥから発表されました。この中でＤＯＥは廃棄物の課題に対応する革新

を通じた投資を行うということを宣言しておりまして、この理由といたしまして、初期のフュージョン発電所

では内部構造物の寿命が限られておりまして、定期的に交換をする必要がございますので、大量の低

レベル放射性廃棄物の発生が不可避となる可能性があるということを指摘してございます。また、高度

なトリチウム除去技術というのが規制遵守と長期的な持続可能性に不可欠であるということを指摘して

ございます。 

一方、規制側、ＮＲＣでございますけれども、フュージョン廃棄物を廃棄する条件として１０ＣＦＲ Ｐａｒｔ

６１、これは右側にＰａｒｔ６１の廃棄物のクラス分類を載せておりますけれども、これについて、このクラス

に適合するようであれば処分ができます。また、侵入評価を行って偶発的な侵入者の予測線量が年間

０．５レム、５ｍＳｖ未満であれば廃棄ができますということを明確化しております。 

他方、この結論に至った経緯として、実はＮＲＣに助言機関がございまして、ＡＣＲＳという原子炉安全

諮問委員会というのがございますけれども、ここからは１０ＣＦＲ Ｐａｒｔ６１、右側の表のクラス分類をフ

ュージョンの特性に合わせて見直した方がよいのではないかという指摘があったのですけれども、ＮＲＣ

スタッフの結論としてはどのような放射性核種がフュージョン装置の廃棄物のリスクの重要性を左右す

るか判断するための十分な情報がまだ得られていないということで、この表についてはまだいじらず、先
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ほど説明したような基準を今は案として提示して、この規制は枠組みの提案だけでして、まだ規制の枠

組みはセットされたものではございません。 

米国については以上でございます。 

続きまして、次のページにまいりまして、今度は英国のバックエンドに関する動きについて御説明申し

上げます。 

ＣｏＲＷＭ、これは下の方に点線の枠囲みで書いておりますけれども、これは政府から独立した立場

で放射性廃棄物の処理とか管理方針を監視したり提言したりする組織でございますけれども、放射性廃

棄物管理委員会と申します。このＣｏＲＷＭがフュージョンに伴って発生する廃棄物について予備的な見

解というのを２０２１年１１月に公表してございます。 

この予備的な見解の中でフュージョンシステムから発生が予想される放射性廃棄物は次のとおりとし

ておりまして、ここに青丸で５個ございますけれども、例えば生体遮蔽です。鉄筋コンクリートなど、そう

いったものは１００年後に規制解除、要は規制する必要がないレベルまで放射能が低減しているという

ことを想定している。また、放射化した構成部品については、１００年たった後にＬＬＷ、低レベルの放射

性廃棄物というのを目指しますが、もしかしたら一部は中間レベルの廃棄物の可能性もあるということ

が指摘されております。また、トリチウムに汚染された機器については、トリチウム除去技術が必要とな

ってくるのですが、これがもし経済的に成立しない場合には大量の減衰保管施設、要すればトリチウム

の放射能が減衰するまで一時的に保管しておく施設が必要になることを記載しております。あと、ほか

は再利用可能な材料とかリサイクルとかそういったことでございます。 

また、長半減期核種、例えば炭素１４とかニオブ９４といったものについては、浅地中処分の取扱いで

は一部制限がされるべきではないかということも指摘をされてございます。 

この下の方の左側は英国における放射性廃棄物の分類を示しておりまして、右側は予備的な見解の

中で特に懸念される主な核種ということで、トリチウム、ニッケル６３、炭素１４、ニオブ９４といったものが

挙げられてございます。 

続きまして、同じく引き続き英国の状況ですけれども、次のページに進んでいただきまして、ＵＫＡＥＡ

という英国の原子力公社がございまして、今ここがＪＥＴと呼ばれるトカマク型の実験装置の廃止措置を

してございます。もともとこの実験装置はヨーロッパ協働で運営をしていたものでございますけれども、そ

れが２０２３年１２月に運転を終了しましたので、現在は廃止措置に移行しているという状況でございま

す。 

２０４０年頃に一応廃止措置完了を予定していますが、その中でも幾つか研究開発をしていくというと

ころで、下の方に四つポツを書いておりますけれども、遠隔ロボットであるとかトリチウムの除去であると

か輸送とか保管の削減の方法であるとか、そういったことが課題として挙げられてございます。なので、

こうした課題に対応するために左下の方にある四つの軸に基づいた計画をつくって、実施を進めている

ということになってございます。 

右上の方ですけれども、長期的な廃棄物戦略として確実なトリチウム除去のために以下の三つの取

組が必要としてございます。技術的な実現可能性の検証、それから、運用条件の最適化、廃棄方法の

費用対効果の評価といったものでございます。 

その三つ目の矢羽根のところですけれども、廃止措置とトリチウム除去の間のギャップを埋めるため

に中間廃棄物（ＩＬＷ）の保管施設が必要になるかもしれないといったことも指摘をされてございます。 

右下の方は放射性廃棄物の将来見積りということで、先ほどＱＳＴ様からも見積りの量がありましたけ

れども、イギリスのＪＥＴにつきましても、２０２２年４月の段階で廃棄物の発生量を見積もられておりまし

て、ＩＬＷ、中間レベルが４７９立米、ＬＬＷ、低レベルが４，１４０立米ということになってございます。ちょっ

とここの右側に参考で日本の原子力発電所の廃棄物の発生見込みを書かせていただいたのですが、

ちょっとこれは量を比較するというよりは、日本の原子力発電所も一応このように見積もられております

ということを参考までに記載したものですので、何かこれがＪＥＴの廃棄物量と比較するという意味では

ございません。ですけれども、先ほど来、指摘がいろいろありましたとおり、これからの技術開発に沿っ

て最終的な廃棄物発生量というのは変化をいたしますので、こうした廃棄物発生量を追いながら技術開

発を進めていくというところが必要というところではないかと考えているところです。 

 

（意見交換） 
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〇小泉委員  

このＪ－Ｆｕｓｉｏｎからの回答が、ＩＴＥＲとかで聞いていた話からすると、結構軽いというか簡単に聞こえ

ていて、これは仮定している照射量が違うのではないしょうか。このＪ－Ｆｕｓｉｏｎが仮定しているもの、例

えばＱＳＴが仮定しているもの、ＩＴＥＲで仮定しているものとかが何か違うものをベースに議論されている

ように思えたので、そこら辺は確認できないのですかね。 

 

○澤田参事官  

資料４につきましては、この場で私がこれ以上お答えするのは難しいですけれども、Ｊ－Ｆｕｓｉｏｎに確

認はしたいと思います。後ほど先生とお話しさせていただいて、こういったことを確認してほしいというの

がクラリファイできればより良いかと思っています。 

 

○寺井委員  

多分坂本次長がお話されたのはＪＡ-ＤＥＭＯですよね。だから、いわゆるＩＴＥＲサイズ原型炉ではな

いというところが大きな違いだと思います。それから、スタートアップの方はそこまで多分考えていなく

て、やっぱりＪＡ-ＤＥＭＯサイズのいわゆる発電実証するための原型炉と、そういうことかなと個人的に

は理解しているのですが、ちょっと正確に詳しくまたそこは御確認いただければと思います。 

 

○服部委員  

ＪＡ-ＤＥＭＯに関することで質問です。大変定量的な分析をされて助かります。ただしこれは一つの

ケースに関する御説明と思います。先ほどの別の説明で２０５０年から２１００年にかけて日本の発電の

３０％を核融合で占めるという考え、構想がありますが、仮にそれぐらい３割を占めるとなると数十台か１

００台近くになると思われます。今の分裂炉のレベルに相当近いと思います。そうすると、これの数十台

分ぐらいは１００年間ためるということになるので、恐らくスペース的に大変な量になると思いますが、そ

れを想定したときにこれらの産業廃棄物の廃棄ないし貯蔵スペースについては、現実的に近場を探せ

ば何とかなるだろうなというレベルなのでしょうか。それともそれなりにシリアスな問題なのでしょうか。 

 

○坂本次長（ＱＳＴ） 

今回御紹介させていただいたのは原型炉の段階でありまして、商用炉、例えば最初のRITEの分析の

ように３０％ぐらいにいくときには、そのときまでにはもっと廃棄物が余り出ない材料を構造材料にして、

そういった技術開発というのが今後並行してやることになるので、単純に今お示ししたものの５０倍とか

１００倍とかにはならないと考えています。 

 

○服部委員  

では、例えば５０倍掛ける５分の１でも１０倍ですよね。それは量的、サイズ的にはどれぐらい大変な

のでしょうか。何とかなるレベルなのでしょうか。 

 

○坂本次長（ＱＳＴ） 

そういう意味では、基本的に建設サイトの建物に収まっているものなので、何とかなるのではないか

と。何とかなると余り安易に言うのもどうかと思いますが、お示ししたように１００年ぐらいするとリモハン

の機器を使ってですけれども、リサイクル、リユースということが可能になるので、原型炉とか商用炉も４

０年ぐらい運転するというような仮定をしたさっきのシナリオの分析だったので、そういった時間スケール

で考えれば何とかしたいとに思っています。 

 

○服部委員  

多分アンダーコントロールだろうということですね。分かりました。ありがとうございました。 

 

○尾崎主査  

三菱総研でそういった分析はされていますか。 
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○三菱総合研究所  

弊社では発生する廃棄物の量とかは分析できていませんが、先ほどちょっと説明の中にもありました

とおり、そういった将来発生する廃棄物の量が非常に中間貯蔵しなきゃいけないところのスペースが必

要であるとか、そういったところが今日の説明資料にもありましたとおり英国では指摘がされているとい

うところでございます。 

 

○栗原主査代理 

ＱＳＴで出していただいた数量に対して、例えば英国とかを見ると、建屋などもはいっていると思いま

すが、これは低レベル放射性廃棄物だと思いますが、日本の場合はそういうことまで考えなくてよいの

でしょうか。そこまで考えた上でトンではないかもしれませんけれども、どれくらいの体積が必要なのか

なという辺りをお聞きしたいと思います。 

それから、今回の海外のバックエンドで英国と米国を調べていただきましたが、ＩＴＥＲが存在するフラ

ンスは、日本でいうところのＲＩ法ではなく炉規法の方で規制しているので、多分全然考え方が違ってい

ると思います。このフランスの場合のバックエンドはどうなっているのかということをもし分かったら教え

ていただければと思います。 

 

○三菱総合研究所  

三菱総合研究所でございます。すみません、今回のフランス、最初から英国と米国の状況ということ

でしたので、意図的に排除したわけではございませんので、今後またその辺りも引き続き調査をしてい

ければと思っております。 

 

○尾崎主査  

もし追加で分かるようであれば、事務局宛て御回答いただければと思いますので、お願いします。 

 

○三菱総合研究所  

承知いたしました。 

 

○坂本次長（ＱＳＴ） 

ＱＳＴですけれども、建屋については正確な量をちょっと私、今数値が頭に入っていませんが、もちろ

ん廃炉についても建屋のコンクリートとかそういったものも検討はしております。「ふげん」とかあの辺の

ところから情報をもらって検討しているところです。すみません、数値についてはちょっと今答えられない

です。 

 

○井上委員  

先ほど規制庁の方からお聞きしましたが、まずはトリチウムだということで検討を始めていただいてい

るようですが、忘れてならないのは、核融合炉というのはものすごく強力な中性子源であることです。そ

れを止めることが重要で、またモノを放射化させてしまうという根源にもなりますので、その評価は非常

に大事なことになります。 

ＩＴＥＲの話をされましたが、ＩＴＥＲでは放射線の生体遮蔽のために３メートルのコンクリートで炉を覆っ

ています。ですから、間違えないでいただきたいことは、炉を小さくしてもプラントが小さくなるわけではな

いということだと思います。その中性子がどれだけ発生するかは、人類が経験したこともない中性子源

でもあるので、シミュレーションなり計算でしか評価のしようがありません。出てきた中性子を遮蔽するだ

けではなく、先ほど言いましたように、モノを放射化させてしまいますので、これはその量を決める大事

な計算になります。 

そこで質問ですが、そういった中性子が出てきてどのぐらいの線量になるか、遮蔽をどうしたら設計で

きるのかというような決定の仕方は標準化されているのでしょうか。それとも標準した方法があり、それ

で決めているのでしょうか。そこが質問です。 

 

○坂本次長（ＱＳＴ）  
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そういった計算はいわゆるＭＣＮＰというコードを使ってやっていますけれども、そこで使う核変換の

データベースというのは国際的に蓄積されているデータベースを使ってそういった評価をしているという

理解です。 

 

○井上委員  

それは十分にベンチマークされたものと思っていいのですか。 

 

○坂本次長（ＱＳＴ）  

すみません、ちょっとそこは専門ではないので、正確にはちょっと答えられません。 

 

○井上委員  

おそらく、規制庁がお考えになるソースタームを決定するときには非常に大事なになりますし、さきほ

ど申しましたとおり、それを実験で示すことができないので、非常に大事なプロセスになりますので標準

化が必要です。先ほどＪ－Ｆｕｓｉｏｎと考えが違うのではないかという議論もありましたので、その辺をしっ

かりやっていただけたらなと思います。 

 

○宮下室長（資源エネルギー庁）  

資源エネルギー庁でございます。 

参考的な情報ですけれども、放射性物質の出てくる廃棄物の量については今論点になっているところ

があるかと思いますが、例えば通常の軽水炉です。原子力発電所で廃止措置をするときに出てくる放射

性廃棄物、高レベル放射性廃棄物は除いた低レベル放射性廃棄物ですけれども、このＱＳＴの資料に

ある例えば中深度処分とかになるものは、多分数十トンから数百トンぐらいのオーダーで、浅地中処分

みたいなピット処分になるものも数千トンぐらいのオーダーなので、核融合で出てくる放射性廃棄物は、

これで放射性廃棄物みたいなものは出てこないというのはそうだと思いますが、量的には多分桁の違う

量が出てくるというのはファクトとしてそうなのだろうなと思います。 

 

○尾崎主査  

Ｊ－Ｆｕｓｉｏｎの資料には放射化物ということで廃棄物については言及していないわけですが、ちょっと

議論が食い違っているということがありませんか。 

 

○宮下室長（資源エネルギー庁）  

私が言ったのはＱＳＴの資料のベースで言ってはいるのですけれども。 

 

○澤田参事官  

補足ですけれども、資料４－２の案の作成段階でＪ－Ｆｕｓｉｏｎ側と事務局とで議論しました。放射化物

という用語についてＪ－Ｆｕｓｉｏｎなりの考え方があるようですけれども、ここで披露することは差し控えま

す。Ｊ－Ｆｕｓｉｏｎも気を使って資料４－２をまとめているので、相談して、今後できる限り先生方にお示し

したいと思います。 

 

○上谷補佐（原子力規制庁）  

ちょっと私の説明がよろしくなかったかもしれないですが、まずはトリチウムからというところではある

のですが、当然放射化物についても規制庁としては認識をしておりまして、参考資料の最後にもつけさ

せていただいているとおり、その他の事項というところで放射性廃棄物の管理処分というところを書かせ

ていただいておりまして、事業者の皆様から情報を頂きながら適切な規制についての検討ももちろんし

てまいりたいと考えてございます。 

 

（５）発電実証に向けた共通基盤について 

① 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構フュージョンエネルギー推進戦略室の大山室長より資

料５－１に基づき説明 
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フュージョンエネルギー開発のための基盤整備について、ＱＳＴより報告させていただきます。 

次のページを御覧ください。 

フュージョンエネルギー・イノベーション戦略においてフュージョンテクノロジー・イノベーション拠点の

設置が求められたことを受け、ＱＳＴでは令和５年度にオープンイノベーション総合窓口を設置するととも

に、那珂フュージョン科学技術研究所と六ヶ所フュージョンエネルギー研究所の施設・設備の供用を進

めております。本ページでは、Ｊ－Ｆｕｓｉｏｎ会員の各社、また、青森県・六ヶ所村の産業界へのアンケー

トなどに基づいてフュージョンテクノロジー・イノベーション拠点に対する産業界における基盤整備のニー

ズについてまとめたものでございます。 

産業界からＱＳＴに期待されている施設・設備としましては、トリチウム取扱い施設、遠隔保守技術開

発・試験施設、中性子照射施設、高周波加熱装置試験施設、ＮＢＩ開発・試験施設、照射後試験・ホット

試験施設、超伝導導体開発・試験施設、ダイバータ開発・試験施設、那珂サイト及び六ヶ所サイトの既

存設備の拡充などが挙げられております。 

また、六ヶ所サイトに新たに設置することを検討しております産業界連携ラボにつきましては、得られ

た要素技術を民間企業にも継承する人材育成機能や訓練設備、薬品取扱い試験が実施できる設備や

備品、各種分析装置、放射線、放射化物、ＲＩを扱った研究ができるホットエリア、３０名程度の常駐者と

３０名程度の短期滞在者の居室等、４００平米程度の共有ラボなどのニーズが寄せられました。 

次のページを御覧ください。先ほど御紹介した産業界における基盤整備のニーズ、また、ＩＴＥＲ計画

やＢＡ活動で培った技術と経験、ＱＳＴが保有する施設・設備の現状も踏まえ、フュージョンテクノロジー・

イノベーション拠点としてＱＳＴに整備するべきと考える施設・設備は以下のとおりでございます。燃料シ

ステム安全試験施設、ブランケット開発・試験施設、遠隔保守技術開発・試験施設、核融合中性子照射

試験施設、加熱・電流駆動システム開発・試験施設、照射後試験・ホット試験施設、超伝導コイル開発・

試験施設、ダイバータ開発・試験施設などでございます。 

これらの基盤整備により、この下の図に示しております前回のタスクフォースで御説明した核融合発

電炉に向けた技術課題の解決に貢献するだけでなく、産業界における新たなフュージョンテクノロジー

創出やトカマク以外の方式の研究開発にも貢献可能であると考えております。 

次のページを御覧ください。こちらの資料では、それぞれの技術課題の解決のために必要な施設・設

備をまとめております。燃焼プラズマ維持・高圧力運転実証に対しては、拠点を支える中央変電所等の

インフラ更新、各施設を利用する産業界等への供用等に必要なインフラ整備、産学共同研究棟の新

設、計測装置研究開発拠点増強など那珂サイトにおける基盤整備と六ヶ所サイトにおけるフュージョン

インフォマティクスセンター構築でございます。 

加熱装置の高効率化・高出力化に対しては、１ＭＷ以上のジャイロトロン開発や１．５ＭｅＶまでの加

速器開発ができるよう、那珂サイトにおける高周波加熱装置試験施設の増強ですとか原型炉用ビーム

加熱装置試験施設の新設でございます。 

燃料システムにおける三重水素取扱い技術やペレット生成技術に対しては、六ヶ所サイトに新設する

各施設のためのインフラ整備、燃料システム安全試験施設新設、既存実験室設備の更新でございま

す。 

超伝導導体性能確認に対しては、那珂サイトにおける超伝導導体試験装置などの既存設備をより高

磁場で超伝導導体の性能試験ができるよう、試験施設の増強あるいは新設をするというものでございま

す。 

ブランケットにおける燃料増殖技術に対しては、六ヶ所サイトにおけるコールド施設及び産業界連携

ラボの新設、分析装置等の増強、中性子照射施設の新設、照射後試験・ホット試験の施設建設と試験

設備の整備でございます。 

放射化したブランケット・ダイバータの遠隔保守技術に対しては、六ヶ所サイトにおける大規模保守技

術開発棟の新設と試験設備の整備でございます。 

最後のダイバータ除熱性能向上に対しては、那珂サイトにおけるダイバータ開発・試験施設の建設と

熱負荷試験装置改造又は新設でございます。 

これらの基盤整備につきましては、段階的に整備するということになろうと考えてございますけれど

も、中でも早期の供用を目指す設備というものがございまして、こちらにつきまして次のページで説明さ

せていただきます。 
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燃料システムにおける三重水素取扱い技術やペレット生成技術においては、ＤＴ混合ペレット生成を

含む各種トリチウム取扱い技術の研究開発や性能試験を実施するための数十グラム規模のトリチウム

が使用できる燃料システム安全試験施設を六ヶ所に新設したいと考えております。 

ブランケットにおける燃料増殖技術においては、発電用ブランケットの開発のためのブランケット開

発・試験施設として、材料分析装置の整備に加えて、大面積熱負荷試験装置・安全実証試験装置等を

増強するとともに、実規模試験に向けたコールド試験施設と機能材料等の開発に向けた産業界連携ラ

ボを六ヶ所サイトにおいて建設したいと考えております。 

ダイバータ除熱性能向上におきましては、スタートアップ等も利用可能な産学共同研究開発施設等と

して、核融合炉の出力限界を決めるダイバータの除熱性能の向上を目指した熱負荷試験設備の整備を

那珂サイトにおいてしたいと考えてございます。 

最後に、燃焼プラズマ維持・高圧力運転実証においては、ＪＴ－６０ＳＡ等のビッグデータとスパコンを

活用し、スタートアップ等の計画を含む原型炉やＩＴＥＲ等のための高精度予測・解析研究を実施するた

めのフュージョンインフォマティクスセンターを六ヶ所サイトに構築するとともに、計測装置開発のための

設備を含む産学共同研究開発施設等の整備により、那珂サイトの既存設備を活用した炉心プラズマ研

究の加速とスタートアップ等を含む産業界の総合技術力の向上を実施したいと考えてございます。 

 

② 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構核融合科学研究所の山田所長より資料５－２に基づき説

明 

大学共同利用機関である核融合科学研究所がどういった組織であるかということは委員の先生方は

知ってくださっているとして、今日はこの社会実装検討タスクフォースのミッションを担っている委員の

方々が恐らくお知りになりたいあるいはお聞きになりたいと思われることを私どもなりに考えまして、資料

を用意しました。 

表紙がゼロページになっております。 

一言で申し上げまして、フュージョンエネルギー研究開発の新たな時代に取り組むためということで、

これまではいわゆる基礎的な学術研究と核融合炉そのものをつくっていこうとする開発研究、これに産

業化あるいは事業化という視座が加わったという新しい時代に対応すべく、核融合科学研究所はこの数

年、組織改革などを進めております。ＮＩＦＳが培ってきた技術基盤と知識基盤を産業界の利用に供し、

フュージョンイノベーションを共創してまいります。これによってＮＩＦＳの本分も発展していけるものと考え

ています。施設・設備のリノベーション、アップグレードによってこういった拠点機能整備を進めるととも

に、大学共同利用機関としての国内外の幅広い学術ネットワークを通じて涵養された専門知、これは私

どもの研究所には研究者と技術者が合わせておよそ１７０名程度いますが、その後ろというか、一緒に

やっている共同研究者というものが約１，７００名、研究所の職員の約１０倍います。こういった方々の専

門知を合わせてインテグレーションすることによって課題解決を図っていきたいというのが核融合科学

研究所の強みだと考えております。 

右下１ページになります。今申し上げたことを写真で見ていただくという形になります。大学共同利用

機関として１９８９年に創設以来、長年にわたって多くの大型装置を開発あるいは共同利用に供してきた

実績がございます。 

２ページ目、これが研究所の一つの骨子となる組織図でありますが、上にあるユニットというものにつ

いては、これが研究者、いわゆるプレーヤーの集まりになりまして、これは後で御説明するとして、ここで

はこのプレーヤーであるユニットの活動を開発フロンティア、学術フロンティア、そして、この産業界との

技術フロンティアというものをつなぐ役割を果たすために学際連携センターというのを設けていると。この

学際連携センターはプレーヤーではありませんけれども、こういったフロンティアとの間のプロデュースと

支援を行うという組織です。特に産学連携においては、契約であるとかあるいは特許の申請等の手続

等もここで扱うということで、ユニットの研究活動をうまくフロンティアと組み合わせるような形を考えてい

ます。 

３ページ目、もう一つの産学連携の組織として用意しているのが左の上にありますフュージョンエネル

ギー産学連携研究室です。これは上にあります研究者の集まりである研究部とは独立に企業との共同

研究・協業を専門とする所内組織として設けてあります。これによって利益相反等を解消して、迅速・円

滑な運用を可能にしているということで、第１号としてはHＦ、ヘリカルフュージョン社の間でヘリカルフ
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ュージョンＨＦ共同研究グループというのが設けられています。このＨＦグループにつきましては、核融合

研からのスピンオフであるということで、核融合研の上部組織である自然科学研究機構のＮＩＮＳ発ベン

チャー称号授与というのをこの９月に行っている次第です。こういった研究所の取組強化あるいは社会

の求め、特に民間企業からの求めが変わってきているということで、右上にありますように共同研究・受

託研究数は右肩上がりで相当程度の勢いで増えてきています。このヘリカルフュージョン以外にも京都

フュージョニアリングあるいはＥＸ－Ｆｕｓｉｏｎ等と協力体制を構築しつつあります。 

４ページ目、フュージョンスタートアップとの協力例のハイライトとして二つだけ御紹介いたします。 

一つ目が京都フュージョニアリング株式会社、ＫＦとのジャイロトロン開発共同研究で、これはＫＦが英

国の研究所に納めるジャイロトロンという高周波電子管を核融合研の電源等の設備を用いて実証試験

を行ったという例です。 

下がＨＦ共同研究グループの活動でありまして、左が我々の施設を用いて高温超伝導体に対する新

しい試みの試験を行っているであるとか、左から二つ目の写真というのは核融合研の中の専用スペー

ス、これは相当程度の天井高であるとか電源であるとか、あるいはクレーンというものを備えたような実

験室を借り受けていただきまして、そこで金属ブランケットの試験をされているという様子です。 

海外との協力というのを一つ例として示しているのが５ページ目です。 

これはＴＡＥというスタートアップの老舗、１９９８年から創業されたもので、既に１３億ドル以上の民間

資本を集めているという組織です。ここのＴＡＥ社が構想しているのは、いわゆるトカマクとかそういう方

式ではなくて、逆転磁場配位というユニークな配位を持っておりまして、ここでは中性子を発生しないプ

ロトンとボロンの反応を目指しているということで、非常に先進的な試みをされています。一方、このプロ

トンとボロンの核融合反応を実際実証するということを模索されておりまして、核融合研だけがそれでで

きると。一つには超高温プラズマを生成して閉じ込めができる装置を持っているということと、このプロト

ン・ボロン反応の片一方のプロトンですね。陽子の方に当たる負イオン源の高エネルギー中性粒子ビー

ムを持っていると。もう一つは国際共同研究によって真空容器の壁の調整のためにボロン粉末というの

を落とすという装置を持っておりますので、この三つを組み合わせることによってプロトン・ボロン反応と

いうのを世界で初めてプラズマの状態で起こすということを実証したというもので、これについてはネイ

チャーコミュニケーションズで非常にサイテーションの大きな論文になっていると。こういったことは閉じ

込め方式によらない、いわゆる自負しますけれども、サイエンス、科学におけるプロならではの成果であ

ると考えております。 

６ページ目、これはＮＩＦＳが有する様々な研究試験設備がございますが、ハイライトとして超伝導導体

試験設備の利用について御紹介いたします。 

現在、世界で、稼働中で５０キロアンペア以上通電できる超伝導の導体試験設備は世界に三つしか

なくて、そのうち二つが核融合研、ＮＩＦＳにございます。この施設を用いて右側にありますように世界の

代表的な磁場閉じ込め装置の超伝導の試験です。ＩＴＥＲの導体、ＪＴ－６０ＳＡの導体あるいは米国のコ

モンウェルス・フュージョン・システムズのＳＰＡＲＣという高温超伝導体、更にはヘリカルフュージョン社

が開発している高温超伝導体、こういったものを全て我々の施設を使って実証試験されているというとこ

ろです。利用いただいています。 

７ページ目、今まで相当程度ハードウエアの話をさせていただきましたけれども、ここは核融合研の取

組として学際的な展開を図っているということに留意していただきたいと思って設けたページです。 

ここでは核融合の研究開発を長期にわたり、これは今まで以上に様々な人あるいは分野を巻き込ん

でいかないといけないということで、そのためには我々の研究グループを広く通じる学術的な用語に定

式化し直して、それらの名前を冠したユニットという学際的な共同研究チームで研究部を再編しておりま

す。こうしたことによって他分野との間でつながるということです。ですので、核融合炉そのものをつくっ

ていくという垂直統合についてはスタートアップであるとかＱＳＴが担っていかれると思いますけれども、

我々の役割というのはこういった人と知識の水平展開と大きな巻き込みを図っていくということが大事な

役割だと考えています。 

一方、こういった学際的展開においては、産業との協力というのが非常に大きな鍵となっていくと認識

しております。そういった課題解決を図るという意味では、この学際的なアプローチが必要であると考え

ております。 

８ページ目、もうそろそろ終わりになりますけれども、今申し上げたようなことを大きな構図の中で核融
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合研は構想しているということを申し上げたいと思います。 

グランドプランとしてフュージョンサイエンスヒルズ構想と名づけて、ここにあるようなプラットフォーム

を整備していきたいと考えています。国際的なイノベーション拠点の形成を目指したいと。 

こういったここにありますような言葉や抽象的なものにとどまらないということが次の９ページ目でござ

いまして、発電実証に向けた共通基盤整備として、ここに挙げましたような内容を具体的に検討して早

期に整備すべく計画を進めているところです。 

 

③ 大阪大学レーザー科学研究所の兒玉所長より資料５－３に基づき説明 

大阪大学の兒玉です。このたびはこのような機会を頂きまして、ありがとうございます。 

私の方からは少しレーザー核融合、レーザーフュージョンというのは磁場核融合と研究開発方法が、

様々なところで異なりますので、ロードマップを軸にどういう基盤を整備すれば産学連携がより進むのか

というところを紹介させていただきたいと思います。 

その前に、２ページ目です。先ほど来、議論がありました発電実証、この定義をまずしっかりします。

レーザー核融合の場合は未臨界の状態から発電ができます。繰り返しさえできれば。そういう意味で

は、未臨界炉による発電実証がＴＲＬの５から６の段階でできます。そうすると、この段階で材料開発あ

るいはトリチウム増殖、そういったものができますので、いろんな方が使えるようになります。その後、実

証炉、実証炉もこれは後で言いますけれども、レーザーを一つ備えれば、その後、独立して一つずつ炉

を増やすことができます。ということはレーザーの繰り返しをどうするかにもよりますが、レーザーさえ準

備すれば比較的シンプルな炉を一つ、二つと増やすことによってここにあるように発電実証から商業試

験までシームレスに実施することができると考えられます。そういう意味では、発電実証といいえるもの

が何段階かごとにあるということでここに挙げさせていただいております。 

その次の３ページ、これは全体のロードマップでございまして、上側に示しているのがフォァキャスト

で、現在の取組を基に２０３５年まで確実にできるものを示させていただいております。後で詳細は報告

させていただきます。下にあるのはバックキャストです。大体２０４０年から４５年の間で実証炉から商業

試験炉まで行うと、そういう計画の下で立てた場合には、レーザーをいつまでに構築しないといけないか

ということで、これは２０４０年前後ということを一つの目標にしています。やり方によっては５年前後に動

くと考えられるというバックキャストでのロードマップでございます。 

次に行く前に、先ほどの３ページの上のフォァキャストのところのグレーのところです。これが現状で

す。現状何ができているかというと、高効率の核融合で欧米に比べると１０倍の効率で炉心プラズマを

生成できています。それから、繰り返しレーザーのモジュールがもう既にできておりますという段階で、次

にどうするかということで４ページを開けていただければと思います。 

現在、赤のところですけれども、令和６年度の補正予算で整備させていただいているのが核融合模擬

燃焼実験、いわゆる燃焼プラズマを実現できるということを数年以内に実証しようとするものです。これ

がうまくいけば、実は欧米の１００倍以上の効率で炉心プラズマを生成できるということです。２０２１年に

ＮＩＦが出した状態と同じような状態を１００分の１のレーザーでできる可能性があるということで、様々な

方が、この燃焼プラズマを利用できるはずだと考えております。 

それからもう一つは、トリチウムを我々の施設では扱うことができます。核融合燃焼プラズマ実験や発

電実証では大変重要なポイントです。そのため、令和６年度の補正予算でも一部改修を進めているとこ

ろでございます。 

その次に５ページを開いてください。これまでは、シングルショットベースの進捗を報告しましたが、シ

ングルショットベースで炉心プラズマの高効率化に関する原理実証は多分今回でもうほぼ終わると思い

ます。その次にやはり求められるのは繰り返し核融合反応です。レーザーの繰り返しに関しましては、

先ほど言いましたように、技術的にできております。今できているモジュールを段階的に増やさないとい

けないということで、まず現在の１０倍程度に増強することによって、繰り返しの核融合反応を起こすとい

うことを次に考えております。同時にトリチウムの施設の改修を始めています。現時点で、トリチウム取

扱量としては十分ですけれども、繰り返しということでもう少し余裕を持たせるということで、関係する多

方面の方々とも相談しながら、既存の施設の改修を進める予定です。現在の許可された取扱量は、量

としては全く問題ないのですが、繰り返し運転では、よりゆとりを持った状態になればと思っております。 

これがうまくいきますと、その次に考えておりますのが６ページ目です。 
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現在の激光ⅩⅡ号というレーザーと同じ出力エネルギーレベルである１０キロジュールですけれども、

そのレベルのエネルギーで繰り返しを１０ヘルツ程度にするということを考えています。このときにやはり

求められるのが燃料を繰り返してインジェクションするということが必要になります。この技術を今スター

トアップが開発しておりますので、そういうものを取り入れながら１ヘルツから１０ヘルツ繰り返しレー

ザーを照射することによって発電ができます。大体１ヘルツだと１時間ぐらい連続運転すれば発電が確

実にできると評価できています。この評価では、先ほど申し上げた最新の高効率の核融合反応というの

は想定しておりません。まだ実証できていない高効率のスキームではなくすでに確立しているターゲット

デザインを考えています。それでも、２０３５年ぐらいまでには未臨界による発電実証というのができて、

同時にトリチウムの増殖ということも実証できていきます。その結果として、いろんなステークホルダーの

方がこの未臨界炉を利用できるのではないかと思っております。 

７ページでは、上段にフォァキャストに基づき２０３５年までに可能な取り組みを示しています。ただし

後ほど述べるように、ＴＲＬ（技術成熟度レベル）５～６に入る段階では、市場ニーズを踏まえた目標設定

が必要であり、バックキャストの考え方を取り入れることが重要です。具体的には、目標とする炉あるい

はプラントの概念設計はすでにある程度できていいます。先ほど言いましたように約３００キロジュール

で、アメリカが想定している１０分の１以下でゲイン１００を達成できる見通しです。さらに、単にそれを実

証するだけではなくて、炉を繰り返し運転も検証します。この場合、約16ヘルツの繰り返し頻度を想定し

ており、これを4ヘルツごとに切り出すことで、合計4基の炉を構成できる計画です。 

この「切り出し」の技術も、大型装置でほぼ実現の見通しが立っています。これを用いることで、16ヘ

ルツ動作を4ヘルツ単位に区切れるようになります。4ヘルツとした理由は、排気速度に対する安全係数

を考慮したもので、本来は10ヘルツでも可能ですが、安全性を優先して4ヘルツと設定しています。この4

ヘルツごとの区分により、合計4基の炉を配置できます。これらは、トリチウム増殖用や自給用電源な

ど、用途に応じて柔軟に組み合わせることが可能です。こうした構成を前提にすれば、工学試験から商

業試験までを短期間で進められるというシナリオになります。 

こうした取り組みには、先ほど述べたフォアキャストとバックキャストの考え方を統合することが重要で

す。そのためにも、両者を一体的に検討できる幅広いイノベーション・プラットフォームが必要だと考えて

います。8ページに示しているのは、その概念図です。この図にあります青い丸で示している部分は、既

にエコサイクルが形成されている領域です。資料６、７で示しておりますが、我々はレーザーを軸に多く

の産学連携を進めています。基幹部門は４部門ですが、産業界主体の部門は現在９部門あり、数として

も倍以上になっています。その中には核融合に関する部門も当然入っております。 

このように、青の循環矢印示した領域では財政面だけでなく、人材や知識も含めたエコシステムがす

でに形成されています。しかし、核融合の実現には、これらの要素を統合し、バックキャストとフォアキャ

ストを組み合わせて効率的に進めることが重要な段階にもう来ているのではないかと思います。そのた

めにも既存の枠を超えた「グランドエコシステム」を創出していくことが必要だと考えています。 

最後に、９ページが現状の整理になります。ここでは、現在、一般的に世の中で使われているＮＡＳＡ

基準のＴＲＬを示しています。商業試験炉を見据えた際、我々は現在ＴＲＬ４～６の段階へ進もうとしてい

るところです。恐らくＴＲＬ７以上は大学では扱いが難しい領域になります。この段階（ＴＲＬ５～６）で求め

られるのは、市場ニーズを踏まえたバックキャストによる開発目標・戦略目標の設定です。その観点か

ら、我々が現時点で想定している用途は「ベース電源」ではありません。まず目指すのは、データセン

ター向けの小型電源です。これは、高効率のレーザー核融合炉であれば実現可能と考えており、今後こ

の方向性を重点的に進めていきたいと考えています。 

 

（意見交換） 

〇桑原委員 

私も日々スタートアップと接する立場からコメントさせていただくと、やはりスタートアップ単独では時間

の面、それから、資金の面、人員の面でそれぞれがこういった設備を単独で用意するというのは現実に

不可能というのを日々感じておりますので、そういった観点で、このような形で基盤として皆さんが整備

していただいているのは非常に意義のあることだなと思ってお話をお伺いしました。 

ＱＳＴの資料にありましたけれども、実際１ページ目ですか、産業界からどのようなことを期待されてい

るかというのを把握して取り組まれるというのは、これは非常にすばらしいなと思っておりまして、是非こ
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れをせっかく整備したのに誰も使わないという状況にならないように、Ｊ－Ｆｕｓｉｏｎというものがあります

ので、Ｊ－Ｆｕｓｉｏｎ側からしっかりとニーズを取りまとめていただいて、この場で報告していただくとか、そ

ういったことも含めて検討いただいてもいいのではないかなと思っておりますし、実際項目としてはこうい

うものがあると思いますが、具体的にどういう性能のものがどれぐらい必要なのかというところも含めて

考えていただくといいのではないかなと思います。 

もう一方で、これは民間が既にやっていることを改めてこういった形でやるというのは、それはお金の

使い方として重複があると思いますので、そういったことは避けるべきだなと思いますし、むしろ産業化と

いう観点では、逆に先行して民間が投資しているところをビジネスとして阻害してしまうということになら

ないように、この点は注意していただく必要もあるのではないかなと思いますので、まとめていうと、産業

界としっかり連携いただくというところをより進めていただくといいのかなと思います。 

 

○大山室長（ＱＳＴ） 

まず、項目としては挙げているとおりですけれども、具体的な仕様をどうしていくのかというところにつ

いては、今後このタスクフォースの中でも恐らく議論される最終的なゴールが決まってきたときに、その

ギャップを埋めるために必要な試験施設・設備ということになりますので、そこでどういった仕様のもの

が求められるのかというところも我々はやっぱり一丁目一番地としてフュージョンエネルギー開発のため

に必要なもの、それを産業界の意見も含めながら供用していくというような形になりますので、最終的に

何が必要なスペックなのかというのが最初に決まった上で、その上で産業界からの意見も取り入れられ

るところは取り入れさせていただくという形で合理的な基盤整備を進めていきたいと考えてございます。 

 

○尾崎主査 

すごく重要な視点で、せっかく共有施設を作ったが、実証炉を開発することに余り役に立たなかったと

いうことは絶対避けなければいけません。これは大変な作業になると思いますが、是非お願いします。

この問題はＱＳＴだけじゃなくてＮＩＦＳ、ＩＬＥも同様ですけれども、この点についてお二人から何かコメント

ございますか。 

 

○山田所長（ＮＩＦＳ）  

核融合研が設けた施設を使ってくださいと、そういう上から目線では全然なくて、産業界との、まさに

協業ですよね。だから、我々が主になって産業界が従になる場合もあれば、逆に産業界が主になって私

たちがお手伝いをする従になる、様々な協業の在り方があると思いますので、どういった形でも取り組

めるように考えていきたいと思います。 

 

○兒玉所長（ＩＬＥ）  

レーザー核融合についてですけれども、先ほどの参考資料７をご覧ください。皆様にお配りした資料

では企業名は控えさせていただいていますが、既に共同研究を行っている主要な企業を含めフュージョ

ンを実現させるためスタートアップを中心にまとめています。 

ここで挙げているスタートアップ８社のうち５社は日本のスタートアップですが、５件のうちフュージョン

を前面に出しているのは２件だけです。材料関係とかデバイス関係のスタートアップは核融合以外の分

野にも出口があるためです。ただし、それらの企業も核融合への貢献意欲を持っています。一般的に

は、核融合といったら核融合スタートアップというのが注目されがちですけれども、核融合というのは御

存じのとおり総合技術であり、一つの要素だけで成立するものではありません。多様な技術や企業を取

り込んで進められるようなシステムづくりが必要だと考えています。 

 

○桑原委員 

まさにおっしゃるとおりで、スタートアップだけではなくていろんな属性の民間企業がこういったものを

必要としているかなと思いますので、是非そういった動いていっていただくといいかなと思いますし、先

ほどＮＩＦＳから御説明のあった、例えば超伝導体の試験の装置ですとかといったところは非常にスター

トアップからニーズがあると聞いていますので、その辺りも引き続き、先ほど御説明のあったフュージョン

サイエンスヒルズ構想というのはすごく興味深いなと思いまして、量子コンピュータで産総研にＧ－ＱｕＡ
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Ｔというものがあって、そこにいろんなスタートアップの量子コンピュータが置かれていると思いますけれ

ども、ああいった形も含めて考えてみてもいいのかなと感じましたというところで、コメントまででございま

す。ありがとうございました。 

 

○近藤委員 

少し関連する質問になるのですけれども、スタートアップはこれからも現れるという印象を持っていま

して、そうなったときにこういう基盤整備がどれぐらいされているのかというのが非常にそこに影響する

のかなと話を伺っていて感じました。 

それでですけれども、今まではもともとミッションとして研究を行うとか研究開発を行うというものがあ

ったのに対して、今はフュージョン戦略といった名の下に産業界に対して支えていくというか、プラットフ

ォームをつくっていく、そういう役目にシフトしていくという節目に来ているのかなとも感じます。それでい

うと、附帯事業として行うというだけではなくて、もうちょっと産業界を見ていく、産業界のニーズに耳を傾

けていくというようなことにもなっていくのかなと感じるのですが、その辺りはどのようなお考えでいらっし

ゃるのか。やっぱりそうではなくて、御自身のミッションがあるので、そこに対して産業界はできる範囲で

やっていくということなのか、もう少し場合によっては投資というか予算を取って取り組んでいくということ

なのか、その辺りの今後についてお話を伺えたらと思います。繰り返しのところがあるかもしれませんけ

れども、お願いいたします。 

 

○大山室長（ＱＳＴ）  

まず、ＱＳＴは国立研究開発法人ということになりますので、ＱＳＴでどういう業務をするのかというとこ

ろは所管官庁であります文科省の御指導も受けながら、ということになってくるかと思います。御指摘の

とおり新しい国家戦略の改定もありましたし、もし政府の方でＱＳＴの業務としては今後新たにそういった

供用みたいなものも本来業務の一つとして位置づけるべきだというようなことになった場合は、当然今

我々のリソースというのはＩＴＥＲ計画／ＢＡ活動、それを踏まえた上での原型炉開発というところをやっ

てございますけれども、ＱＳＴの方にリソースプラス業務の指示というものが来た場合には、それを法人

としてやっていくことになろうかと思います。 

 

○山田所長（ＮＩＦＳ）  

核融合研は本分として研究というのはもちろんございますが、最初に私が申し上げましたように、近

藤委員がシフトとおっしゃいましたけれども、シフトとかよく言われるのがトランジション・フロム・リサー

チ・ツー・インダストリーみたいなのをＩＡＥＡが言ったりしています。ああいう考え方は、私自身はミスリー

ディングだと思っていて、成熟した科学技術の分野を見れば、学術研究と開発あるいは産業界、事業化

というのがうまくカップルしたときに初めてイノベーションというのは生まれます。ですので、我々自身、三

つ目の軸が加わったものだと思って取り組んでいます。 

ですので、もちろんそれで現場ではいろいろ使われるとかという話はあるのですけれども、我々が考

えている学際的展開というのは何も学術的なものだけではなくて、産業界が持っている問題を解決する

というのがまさに我々の本分の一つであると思っていますので、新しい取組として励んでいきたいと考え

ています。 

 

○兒玉所長（ＩＬＥ）  

実は私、昨年スタートアップを立ち上げました。研究側と事業側の両面を理解する必要性を強く感じた

ためです。大学など学術の世界では、さまざまな要素を積み上げて将来を予測し、「確実にこうなる」と

いうフォアキャスト型のアプローチを取ります。その過程で、興味深いテーマに研究が寄っていくこともあ

ります。一方、スタートアップでは市場性やタイムラインを重視するため、どうしても将来像を大きく描き

すぎて「明後日の方向」に話が向くことがあります。両者のギャップを埋め、共通の基盤の上で「そこは

違う」と率直に指摘し合いながら、最も効率的な道筋を探ることが重要だと、実際に起業してみて実感し

ています。 

 

○清浦審議官  
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今、ＱＳＴの方から言及がありましたので、文科省ですけれども、認識としてお話ししますと、国研でプ

ラットフォームの機能をこれまで以上に果たしていくというのは、これはむしろ今のフュージョン戦略その

ものに一部包含されておりますし、今回の議論で更にその機能がより重要だという話になってくると思い

ます。特にフュージョン全体のコア技術であって、かつ民間だけでやるのはすごく難しいもの、そこの基

盤の機能というのは強めていくべきというのが現段階でも文科省としてはそう認識しております。 

 

○尾崎主査 

例えばＱＳＴとＮＩＦＳは共通テクノロジーを持っていますが、そこで二重投資が起きないようにしていた

だきたい。ＩＬＥは技術基盤が違いますが、ご検討ください。手を挙げそうなスタートアップだけでなく、他

の企業もこれから大企業を含めて手を挙げてくると思いますので、最初から予定調和的なプランをつくっ

ても、なかなか機能しないと思います。これは内閣府か文科省に調整していただく機能が必要と思いま

すので、それも検討をお願いします。 

 

○寺井委員 

今までの議論で大体私の質問も尽きていますが、一つ思いますのは、やっぱり国研なり大阪大学は

大学ですけれども、文科省傘下のそういう組織ですよね。それがやはり研究オンリーではなくて、プラッ

トフォームといいますか、共通基盤的なところの役割を持つというのは、これからのことを考えますと、こ

れは必然だと思います。だから、そこはそういう形でしっかりと進めていただきたいですし、それから、社

会実装と基盤研究との関連の話とか、そういうところも非常に重要だと思いますが、片や設備の増強は

よいのですけれども、人の増強ですよね。実際に結局文科省がこの場合には出資元に多分なるのです

けれども、なかなか今の実態の中で人をつけるというのは難しい。もちろん研究所内あるいは組織内の

人のリロケーションというのはあるかもしれないですが、そこがどの程度それぞれの組織でやれるか、こ

こは結構重要なポイントかなと実は思っていまして、この辺りは文科省とそれぞれの機関の間のいろん

な折衝ごとというのか、調整事項かなと思います。この辺りのところは、技術を持っている人がどんどん

変わっていくというのもあったり、技術継承の話もあったり、いろいろ悩ましい問題はいっぱいあると思い

ますので、設備だけではなくて、それを管理する人とか実際にそれを動かす方とか、その辺りのところの

検討もしっかりとやっていただきたいと思います。 

 

○兒玉所長（ＩＬＥ） 

まさにその点が、現在私たちが直面している課題です。レーザー技術は応用範囲が広いため、スター

トアップなどでも人材を増やしやすい分野です。しかし最も難しいのは、核融合燃料であるトリチウムの

扱いです。ここは企業だけでは対応が難しい領域です。ただし、トリチウムは閉じ込め方式に関わらず

核融合に取り組む全ての手法でとり扱う必要があります。そのため、核融合燃料については「3機関」だ

けでなく、ぜひオールジャパン体制で取り組んでいただけると大変ありがたいと考えています。 

 

○尾崎主査 

ＤＯＥの新しい計画に載っていますが、ＤＯＥもそういうファンクションをつくりましたので、これは事務

局に検討事項として入れていただくことが良いと思います。 

  

○栗原主査代理 

今回お話しいただいた機関は、自分の機関に留まらず、複数の機関の技術と技術のマッチング機能

も果たせるとよいのではないかと思います。それから、今はニーズのある企業が例えばＱＳＴで研究する

という機会があると思いますが、一方で、まだそこまで行かず、ある技術が欠けているような場合に企業

の人材を受け入れて育成していただくような、そういう人材受入れ機能もあるかもしれませんが、そのよ

うな基盤機能というのはあり得るのでしょうか。 

 

○大山室長（ＱＳＴ）  

ＱＳＴは現状でも共同研究という形で企業の人と一緒に研究開発を行うというような形でやっていま

す。また、今日私の資料のところでも下のニーズのところには書いてありますけれども、得られた要素技
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術を民間企業にも継承する人材育成機能や訓練設備なども基盤整備で新たに整備してほしいというよ

うなニーズも出てございますので、そういったことも踏まえながら、どこまでできるかというところはござい

ますけれども、そういったニーズがあるということは認識してございます。 

また、企業同士といいますか、マッチングのお話も出てきたかと思いますが、今日まさに午前中から

午後にかけて茨城県が主催しております企業とのマッチングのイベントが那珂研の中で開催されており

まして、年に１回やっていますが、県内の企業様方が那珂研に来て、それぞれの技術を持ち寄りつつＩＴ

ＥＲ計画／ＢＡ活動にそれぞれの会社の技術が役に立つのかというところのニーズの意見交換なども定

期的にやってございます。こういったことは六ヶ所研でもやってございますので、そういった今やっている

取組なども活用しつつ裾野を広げていきたいとは考えてございます。 

 

○服部委員 

先ほどのトリチウム関係のことで質問ですけれども、１９６０年前後のアメリカにおける核分裂炉の実

用化における状況では、ウラニウムの燃料を米国原子力委員会マターとして、アルゴンヌ研究所が実務

を担い、寡占的に扱っていたらしいですね。もちろん以前のマンハッタン計画からのリソースやアセット

の活用がありましたが、それによって集中的にリソースを投下して、核分裂炉の社会実装において、ＰW

Ｒ、ＢWＲに燃料を供給したという話があります。それは何を意味するのかというと、そろそろＭＥＴＩの出

番ではないかという気がします。そこら辺の協力関係はいかがなのでしょうか。 

 

○宮下室長（資源エネルギー庁）  

そういう意味では、このタスクフォースでの議論もいろいろ踏まえながら我々は何ができるのか、ヘッ

ドクオーターであるこの会議もありますし、しっかり考えていかなきゃいけない段階には来ているかなと

そこは思っています。 

 

○井上委員  

スタートアップ支援を中心にお話しいただいていますけれども、今はスタートアップのランプアップの時

期であって、どちらかというとインキュベーションとかサポーティブな気持ちでみなさんお話しされている

と思うのですが、忘れてならないのはこれらがビジネスであるということです。ビジネスの場合に重要な

のは、スタートアップにとってはＩＰです。共同研究する皆さんにとっても大事なＩＰですので、その辺はき

ちんと国益になるように成果を残していただきたいと思います。そうしなければ支援する皆さんのモチ

ベーションは上がらないと思います。今は、教えてあげようという気持ちでサポーティブに、あるいはモチ

ベーションを持ってくださるのかもしれないけれども、ビジネスにつながるということであれば、それによっ

て自分たちに、あるいは国にロイヤリティが入ってくるとか、そういったふうになれば非常に国益にもなり

ますので、その辺を注意しながらやっていただきたいなと思います。 

 

○尾崎主査  

大学の場合は知財のロイヤリティなど仕組みは確立していますけれども、核融合の国研の場合はど

うなのでしょうか。 

 

○大山室長（ＱＳＴ）  

ＱＳＴの方もＱＳＴ全体で同じルールの下に核融合だけじゃなくて、ほかの量子ビームとか医学の方も

含めて同じ制度の中で決まってございます。 

 

（６）社会実装に向けて必要となる取組について 

事務局の澤田参事官より資料６に基づき説明 

資料６は、フュージョンエネルギーの社会実装に向けた取組の基本的考え方のたたき台をお示しした

ものです。ちょっとすみません、話題変わりますけれども、先ほど桑原委員からお話のあった、スタート

アップと国研、大学のニーズとシーズを合わせようという件については、今回我々事務局からスタートア

ップにヒアリングをして、資料１の３ページにスタートアップから国研、大学への要望をまとめておりまし

て、この要望のまとめ方の粒度が先ほどの国研・大学のお三方の発表と合っていないと思われたかもし
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れませんが、我々事務局としてはスタートアップからより詳細を聞いていますので、それを大学の皆様に

伝えていきたいと思っておりますし、あと、先ほどＱＳＴの大山室長から多分謙遜されて、文科省の「指

導」という言葉がありましたが、指導ではなく、独立行政法人の制度でＱＳＴには文部科学大臣が中長期

目標を与え、それに基づき７年間の中長期目標期間の間は理事長のリーダーシップにより研究活動を

行っていただく仕組みになっています。ＱＳＴの中長期目標の中に「フュージョンエネルギー・イノベーショ

ン戦略に基づいて」という記述がございますので、ＱＳＴにはイノベーション拠点として、理事長のリー

ダーシップの下で活動していただくということです。 

その関連ですけれども、資料６で長期的には政策的に視座の高いところから委員の皆様にコメントい

ただいたことをまとめておりますし、中期的には３月の取りまとめに向けてこういった文書を出していきた

いと。短期的にいえば政府部内で経済対策、補正予算案の協議もしておりますので、そういったところに

もインプットしていくということで、資料をまとめております。 

１パラグラフ目はバックグラウンドです。フュージョンエネルギーは２０３０年代の発電実証を目指して

強力に進めていく。なぜならば、それは実際のクリーンエネルギーであるし、環境エネルギー問題の解

決策として大きく期待されている。 

それに向けた当面の取組ということで２パラ目ですけれども、我が国はこれまでＩＴＥＲ／ＢＡなど国

研、大学が中心となり研究開発を進めてきた。加えてスタートアップが近年複数設立され、多様な方式

によってＲ＆Ｄを進めていると。これらの中には国の支援を受けて早期に発電実証を行いたいという計

画を有する企業もあるということです。 

３パラ目、これらスタートアップの中には世界に先駆けた発電を実現できる可能性を有していると考え

られるものもあるが、いずれも現時点ではその段階には至っていない。また、開発リスクが大きいため、

自らの資金調達だけでは研究開発を十分に加速できない状況にあるであろう。 

その次のパラですけれども、そういったスタートアップの取組は成功した場合に我が国経済社会に与

え得るインパクトが大きいことを考慮し、国が支援することによってその研究開発を加速することが重要

ではないか。その際、これらの技術開発は不確実性が高いことから、マイルストーン型の支援によって

実現可能性を見極めつつ支援していくことが適当ではないか。その際、注意書きですけれども、このタス

クフォースでその評価を行うものではないということに留意しましょうということを注意書きでつけておりま

す。 

２ページ目には、他方、スタートアップの取組はいずれも野心的であって不確実性が高いので、実績

ある方法でこれまでやってきたＩＴＥＲ／ＢＡは引き続き重要である。また、ＩＴＥＲ／ＢＡから得られる知見

はスタートアップの構想を実現する上でも有用なので、その観点からも引き続き重要であるということを

書いております。 

次のパラでは、共通的な課題のうちのトリチウムの取扱いですとかブランケット、ダイバータの開発、

炉材料の開発などの課題については、国研、アカデミア、スタートアップ等が協力して取組を進めること

が重要である旨の記載。 

１行飛ばして、スタートアップ等への供用も可能とする実規模の技術開発のための試験施設・設備群

を整備することが重要とうたっています。このようにＱＳＴ、ＮＩＦＳ、ＩＬＥ、今御発表いただいた３者の方々

から共通的な技術的課題の解決に向けた研究開発を実施する拠点になることが必要ではないかと結ん

でいます。 

なお、更にＱＳＴについては、ＩＴＥＲ／ＢＡなどのこれまでのプロジェクトを通じて技術の蓄積を有して

いるので、その技術をスタートアップ移転するなどプラットフォーマーとしての役割を担うべきではないか

ということを書いております。 

この当面の取組を経て、更に発電実証に向けた取組については、今後また事務局で記載を追加して

まいりますけれども、本年６月に改定されたフュージョン戦略において２０３０年代の発電実証を目指す

ということでございますし、その他の課題については、本日のヒアリングも踏まえまして、安全確保、バッ

クエンド、共通的な基盤などについて今後また記載をしていこうと思っております。 

 

（意見交換） 

〇小泉委員 

ちょっと解釈を間違っているのかもしれませんが、今でも一応ＩＴＥＲとＢＡ計画を主に、スタートアップ



35  

のところでチャレンジングなところを試していくというと、言葉はよくないのかもしれないのですが、リスク

を負いながらそこにチャレンジしていくという考えなのですか。 

 

○澤田参事官  

その御認識で合っています。 

 

○小泉委員  

そうすると、スタートアップの方、民間の方で、ちょっと僕の場合はＩＴＥＲの方でスタートアップとはある

意味対局側にいる経験からお話をさせていただきますが、やっぱりリスクが高くて、うまくいく場合も当然

あり得るし、そうなってくれればいいと思いますが、うまくいかなかったときにはやっぱり追加資金とかど

んどん入らなきゃいけなくなるのですが、それはマイルストーンで足切りをしていくというか、無限にお金

をつぎ込むということはないようにするということなのですよね。 

 

○澤田参事官  

前回の資料にもございましたように、議論はあると思いますが、スタートアップ側も国からの支援を受

けることに関して、ある程度絞り込みといいますか、徐々に数を減らしていくことについては同意をしてい

ます。 

 

○小泉委員  

分かりました。 

それで、少し個人的な心配として、悲観的な考えなのかもしれないのですが、そういう形である程度以

上のリスクとなった場合、民間側に投資できないとしたときに、やっぱり核融合開発は結構リスクが高く

て、最終的に全部がこけた場合には、我々は例えば１０年後に核融合の開発は失敗しましたということ

になります。例えば今中国はすごい投資をしていて、どんどん試作とか進んでいます。そうすると、もう

取り戻せない１０年というのがそこにできちゃうような気もしますが、そういうところはどうお考えですか。

リスク管理みたいな話なのかもしれませんが。 

 

○澤田参事官  

我々はＩＴＥＲ／ＢＡの活動ですとかＱＳＴ、ＮＩＦＳ、ＩＬＥの活動を抑えてスタートアップに支援を振り分け

ると言っているわけではなくて、そういったこれまでの活動は継続していくように進めていきたいと思って

います。 

 

○尾崎主査  

今の点、これは私見になりますけれども、確かに成功が保証されているものではありません。ただ、

通常の企業活動のように外部からブラックボックスで実行できるものとは違います。当然ながら企業に

政府に対して説明責任が発生します。成功に至らなくてもそこからノウハウや知財をしっかり確保して、

次世代に役に立てることが重要と思います。澤田参事官のお話に付け加えます。 

 

○井上委員  

僕もきっととんちんかんなことを言ってしまうかもしれないのですが、この紙を見てやっぱり違和感が

あるのは原型炉が出てこないことです。表題が社会実装に向けた取組の基本的な考え方、とあるのに。

今言われたな話もありますけれど、この文書はＱＳＴの方はモチベーションを持つためにＩＴＥＲとＢＡをや

って、あとはスタートアップを応援しなさい、としか読めない。だから、やはり原型炉というものをきちんと

書いていただかないと、間違ったことを世の中に伝えてしまうのではないかと思うのですが、その辺はど

うですか。 

 

○尾崎主査  

事務局でまとめておりますが、この紙が完成形とは思っておらず、最初は１枚だったのが今はいろい

ろ議論して２枚に増えて、今後も増やしていこうと思います。原型炉の記載については確かにご指摘の
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通りで、追加を検討します。 

 

 

○恒藤審議官 

まさに原型炉をどうしていくのかというのを皆さんとこの場で議論していただきたいと思っておりまし

て、一応たたき台としては事務局からこれを出していただいていますけれども、じゃあ本当に国として税

金を使って原型炉にどれぐらいのお金を使い、何をこのタイミングでやっていくのかということは是非皆さ

んとこの場で議論をしていただきたいということでございます。 

 

○井上委員  

それは初めて聞いた話ですし、これまで議論したこともないことです。ならば、これらを支援することと

原型炉をどうしていくかというのを同じ土俵で考えるのだったら、ここにちゃんと書くべきです。 

 

○恒藤審議官  

そうですね。書くべきという御意見は、そういう御意見があるというのは分かりましたけれども、それを

皆さんの議論、御意見も聞きながらどうのように書いていったらいいのかというのは考えていきたいとい

うことでございます。 

 

○井上委員  

分かりました。しかしこの文書ではいきなりスタートアップ支援とかＱＳＴの名前が出てくるので、非常

に分かりづらい。今言われたことも全然分からないし、私にはそうは読めないということです。 

 

○尾崎主査  

原型炉をどう位置づけるかはすごく重要な問題ですから、今は定刻を過ぎており、短時間で話をする

のでなく、次回の議題に入れるか、あるいは事前に皆さんの御意見をお聞きするか、それは事務局と相

談します。何らかの方向性は出すべきと思います。 

 

○近藤委員  

ちょっと話が変わりますが、次回もこのたたき台の議論になると思っております。今回はたたき台なの

で、案というよりも本当にドラフトを出してくださったと思っております。 

それで、今回が３回目で、「社会実装が何なのか」という議論が大分進んできたのかなと思っていま

す。そういう観点でこのたたき台を見ると、２０３０年代の発電実証を想定した技術的・手続的な整理に

重きが置かれているのかなと感じました。社会実装という言葉を使う以上は、技術の成立だけではなく

て、それをささえる制度や市場、社会の仕組みをどう整えていくのかという視点が欠かせないと思ってお

ります。核融合戦略の改訂においてもエコシステムという言葉を使っていて、どういうふうに産業化をし

ていくのかという議論をしたと思っております。 

ですので、今のものだけですと国の支援の手続とかマイルストーン評価、といった言わばプロジェクト

運営の枠組み中心に読めてしまうので、もう少し言葉を選ばずに言うと、ビッグピクチャーというんです

か、そういうものがあるといいのかなと思います。例えばですけれども、提案ですけれども、例えばフ

ュージョンエネルギーが社会に根づくまでの全体像、それがすなわち技術、制度、市場というものがどう

つながり、そこに対して誰がどういう部分を担うのかということを示すような姿があるといいのかなと思っ

ております。 

ちょっとこんな図もつくってきましたが、本当はこういった３層の技術的な実装、制度的な実装、社会的

市場の実装というものがあって、ここが縦串というか横串で関わってきたものが今回社会実装という言

葉に込められているのかなと感じております。 

ただ、もちろん技術実装がないと制度、市場というものをつくっても崩れてしまうので、技術というのが

非常に重要だということはもちろんですけれども、ただ、それだけだと今回のミッションには到達できない

のかなと思っておりますので、同時に制度、社会、市場について誰がどう担っていくのかということも併

せて考えていけたらと思います。 
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○尾崎主査  

このタスクフォースでは、どこまでご指摘のようなポイントを明らかにするか、最初から合意を取って始

めているわけではありません。ただ、限られた時間でどこまで議論するかと、タスクフォースの親委員会

と話して、そこでいろいろ決める必要もあります。ご指摘の点を全て網羅できるか分かりませんが、重要

な御指摘だと思います。そこは今後の議論で生かしていきたいと思います。 

 

○栗原主査代理 

私も同様な感触を持ちまして、題名が社会実装ですけれども、今回２０３０年代の発電実証にかなりフ

ォーカスしているように思われます。発電実証に留まらない社会実装まである程度視野に入れつつ、発

電実証を深掘りしたという形でないと発信の方が良いのではないかと思います。それから、発電実証の

ところでも今回様々なスタートアップ企業のお話を聞いて、そういうところをより伸ばしていくことが本当に

重要だと思いますが、そこは全く否定しないのですが、他方、スタートアップ企業が場合によっては既存

の企業の傘下に入り、そこで実証が進むというシナリオも十分あると思われます。今の案ですと、スター

トアップにフォーカスしたものになっているようなので、スタートアップ企業と既存企業が融合や連携して

いくことも支援すべきではないか。そこに関しては、これから考えられるマイルストーンでは中立であるべ

きだと思うので、その辺が少し入っているといいなと思います。 

それから、次回以降の議論にはなると思いますが、社会実装を考える際に、かつ今日お聞きしたとこ

ろでは最初の実証炉が改良を加えていくということだとすると、最初にどういうところに立地して、どうサ

プライチェーンをつくっていくかが非常に重要になってきますので、そういった立地とサプライチェーン、

そして地域のコンソーシアムというような観点も重要だと思います。今後考慮すべき課題とか、あるいは

全体の中に、そういうところも入れていただいた方がいいのではないかと思います。 

 

○澤田参事官 

資料の作りが近視眼的だったかもしれないと反省していますけれども、先生方の御意見ありがとうご

ざいます。最初のパラグラフでは理念を書いているので、ここをちょっと膨らませた方がいいかなと思い

ます。今後それは事務局でも検討していきたいですし、先生方からもコメントをお待ちしております。 

２パラ目以降が当面の取組で、今回はこれにフォーカスして書いておりました。 

その次のページの下から２番目のところがもう少し中長期的な取り組みです。発電実証に向けた取

組、最後のパラグラフがその他社会実装というまさに発電実証の先にある社会実装です。こういったとこ

ろまで見据えて本当は記載を膨らませていくべきものだと思っていますので、今先生方からいただいた

御意見はそちらの下の最後のパラですとか最後から２番目のパラグラフのところに今後付け加えていき

たいと思っております。御意見ありがとうございます。 

また、メール等でもコメントいただけましたら、事務局でそれをこちらの取りまとめに加えていきたいと

思っております。 

 

○尾崎主査  

これは最初に説明された日本成長戦略本部のロードマップの横に書く文章ということで宜しいです

か。 

 

○澤田参事官  

それについては、議題１の参考１で申し上げました日本成長戦略本部の取りまとめも意識しそちらの

御関係者のお考えも踏まえながら、こちらのタスクフォースの文章も書いていきたいと思っています。 

ロードマップについても定める予定とされていて、その具体的な様式等はこれから決まっていくと聞い

ていますけれども、そちらも我々で情報収集しながら進めていきたいと思っています。 

 

○尾崎主査  

では、メールで意見を頂くとすれば、このたたき台を基にいただくということですね。 
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○澤田参事官  

はい。ありがとうございます。 

 

３． 閉会 

開会の挨拶 

〇尾崎主査 

それでは、第３回社会実装検討タスクフォース、これで終わります。 

 

以上 


